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『
管
子
』
は
『
漢
書
藝
文
志
』
で
は
「
道
家
」
に
分
類
さ
れ
る

が
、
『
隋
書
綬
籍
志
』
以
下
『
四
庫
提
要
』
ま
で
は
「
法
家
」
に
分

類
さ
れ
、
金
谷
治
氏
は
「
雑
家
」
に
分
類
す
る
（
注
l
)

。
『
漢
書
藝
文

志
』
、
つ
ま
り
『
管
子
』
を
編
集
し
た
劉
向
の
視
点
か
ら
「
道
家
」

に
見
え
た
も
の
が
、
六
朝
期
の
玄
学
清
談
を
経
由
し
た
唐
代
の
『
隋

書
綬
籍
志
』
以
下
『
四
庫
提
要
』
ま
で
の
科
挙
官
僚
の
儒
教
的
視

点
か
ら
は
「
法
家
」
に
見
え
、
『
老
子
』
、
『
荘
子
』
を
「
道
家
」

の
中
心
と
し
、
又
「
儒
家
」
、
「
法
家
」
等
に
つ
い
て
の
学
説
を
そ

れ
ぞ
れ
確
立
し
て
来
た
近
代
研
究
者
の
視
点
か
ら
は
「
雑
家
」
に

見
え
る
の
は
見
る
側
の
変
化
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
こ
の
前
提
の
分
立
が
『
管
子
』
の
総
合
的
研
究
の
阻
害
要
因
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
金
谷
氏
の
研
究
も
出
た
訳
だ
が
、
『
管
子
』
を
雑

駁
な
資
料
集
と
し
て
来
た
従
来
の
認
識
は
現
在
で
も
変
更
さ
れ
て

は
じ
め
に 『

管
子
』

の

「道」

に
つ
い
て

中
国
研
究
集
刊
縦
号
（
総
五
十
三
号
）
平
成
二
十
三
年
六
月
二
七
ー
六

0
頁

い
な
い
（
注
2
)
o

勿
論
『
管

f

の
研
究
史
に
於
い
て
は
、
既
に
原
宗
子
氏
が
一

九
八
四
年
に
「
『
管
子
』
研
究
の
現
状
と
課
題
」
（
注
3
)
で
「
管
子
の

統
一
原
理
を
措
定
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
、
そ
の

後
金
谷
治
氏
が
一
九
八
七
年
に
『
管
子
の
研
究
』
で
『
管
子
』
を

「
管
仲
」
と
切
り
離
し
て
戦
国
以
降
の
作
と
し
、
各
篇
ご
と
の
作

者
と
年
代
を
推
定
し
た
羅
根
澤
『
管
子
探
原
』
（
注
4
)

の
成
果
と
、
『
管

子
』
の
中
心
思
想
を
儒
家
思
想
を
含
む
特
殊
な
斉
の
法
家
思
想
と

想
定
し
た
張
岱
年
『
中
国
哲
学
史
史
料
学
』
（
注
5
)
を
踏
ま
え
、
書

物
の
統
一
的
な
意
味
を
馬
王
堆
、
銀
雀
山
出
土
の
新
資
料
を
視
野

に
入
れ
て
考
察
し
、
『
管
子
』
書
を
一
貫
す
る
思
想
性
と
し
て
「
現

実
主
義
的
な
政
治
と
経
済
の
書
で
あ
り
、
自
然
法
的
秩
序
を
尊
重

す
る
道
法
思
想
を
基
底
に
持
つ
」
斉
の
「
管
仲
学
派
」
に
よ
る
編

集
物
と
し
て
い
る
が
（
注
6
)
、
こ
の
「
道
法
思
想
」
を
そ
の
思
想
的

基
底
と
し
な
が
ら
「
雑
家
」
と
し
、
そ
れ
を
『
管
の
統
一
的

高

田

哲

太

郎
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視
点
と
す
る
指
摘
は
、
研
究
の
方
向
性
に
影
響
を
与
え
る
事
は
な

か
っ
た
様
で
あ
る
（
注
7
)
0

そ
こ
で
本
論
は
『
漢
書
藝
文
志
』
が
「
道
家
」
と
し
た
事
を
前

提
と
し
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
な
ら
『
管
子
』
が
「
道

家
」
に
分
類
で
き
る
の
か
を
、
そ
の
「
道
」
概
念
の
展
開
を
分
析

す
る
事
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
（
注
8
)
0

始
め
に
『
管
子
』
中
の
「
道
」
の
用
例
を
概
観
し
て
お
く
と
、

原
義
的
な
「
道
路
」
の
意
味
、
又
「
内
業
篇
」
の
「
そ
れ
道
は
形

を
充
た
す
所
以
な
り
」
等
の
思
想
的
な
意
味
を
考
え
得
る
も
の
、

更
に
「
方
法
」
、
「
手
段
」
と
い
っ
た
通
義
的
な
も
の
の
三
つ
に
便

宜
的
に
分
け
ら
れ
る
（
注
9
)
0

「
綬
言
」
に
は
ほ
ぼ
均
等
に
こ
の
三
種
類
の
用
例
が
有
り
、
若

干
「
方
法
」
の
例
は
少
な
く
、
「
外
言
」
、
「
謳
言
」
は
「
道
路
」

の
比
重
が
低
く
思
想
的
用
例
が
突
出
し
、
「
内
言
」
は
通
義
的
用
例

の
比
重
が
高
く
、
「
短
語
」
は
思
想
的
と
通
義
的
用
例
が
均
衡
し
、

「
雑
篇
」
は
「
道
路
」
の
例
は
多
く
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
思
想
的

用
例
は
無
く
、
「
解
」
、
「
軽
重
」
は
通
義
的
用
例
の
比
重
が
高
く

な
る
。
概
ね
の
傾
向
と
し
て
抽
象
度
が
高
く
中
心
思
想
と
さ
れ
る

諸
篇
を
含
む
部
分
は
思
想
的
用
例
の
比
重
が
高
く
、
具
体
的
な
話

題
の
部
分
で
は
通
義
的
用
例
の
比
重
が
高
く
な
る
の
は
当
然
の
結

果
だ
が
、
こ
こ
で
は
同
じ
「
道
」
で
も
意
味
内
容
に
は
程
度
や
次

元
の
差
が
有
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
く
。

「
鬼
誹
」
（
注
11

「
神
」
概
念
か
ら
「
道
」
概
念
へ

先
ず
「
道
」

の
展
開
を
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
資
料
を
見
る
と
、

(
l
)

清
紳
は
心
を
生
じ
、
心
は
規
を
生
じ
、
規
は
矩
を
生
じ
、

矩
は
方
を
生
じ
、
方
は
正
を
生
じ
、
正
は
暦
を
生
じ
、
暦
は

四
時
を
生
じ
、
四
時
は
萬
物
を
生
ず
。
聖
人
因
り
て
之
を
理

め
、
道
偏
し
。
（
清
紳
生
心
、
心
生
規
、
規
生
矩
、
矩
生
方
、

方
生
正
、
正
生
暦
、
暦
生
四
時
、
四
時
生
萬
物
。
聖
人
因
而

理

之

、

道

偏

突

。

）

（

軽

重

己

）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
清
紳
」
か
ら
生
ず
る
「
萬
物
」
の
形
成
過

程
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
老
子
』

42
章
の
「
道
は
一
を
生
じ
、

一
は
二
を
生
じ
、
三
は
萬
物
を
生
ず
。
」
に
類
似
し
て
い
る
が
、
こ

の
「
紳
」
概
念
は
『
管
子
』
の
他
の
諸
篇
か
ら
す
る
と
最
上
位
の

根
源
を
示
す
概
念
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
「
紳
」
概
念
か
ら
形

而
上
の
「
道
」
概
念
に
遡
る
事
と
す
る
。
「
紳
」
は
全
篇
に
5
5
例
見

ら
れ
る
が
（
注
10)
、
概
ね
「
鬼
紳
」
系
統
2
4
例
と
「
紳
明
」
系
統
2
5

例
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

(28) 



「
鬼
紳
」
は
「
精
氣
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。

(
2
)
故
に
日
く
、
之
を
思
ふ
と
。
之
を
思
ひ
て
得
ざ
れ
ば
、
鬼

紳
之
を
敦
ふ
。
鬼
紳
の
力
に
非
ず
、
精
氣
の
極
な
り
。
氣
に

一
に
し
て
能
く
嬰
ず
る
を
精
と
日
ひ
、
事
に
一
に
し
て
能
＜

妻
ず
る
を
智
と
日
ふ
。
（
故
日
、
思
之
。
思
之
不
得
、
鬼
紳
敦

之
。
非
鬼
紳
之
力
也
、
其
精
氣
之
極
也
。
一
氣
能
妻
日
精
、

一

事

能

愛

日

智

。

）

（

心

術

下

）

「
精
氣
」
と
は
人
の
外
側
の
天
地
間
に
無
限
に
流
動
し
て
物
を
生

み
だ
す
「
物
之
精
」
で
あ
る
。

(
3
)
凡
そ
物
の
精
、
此
れ
則
ち
生
を
為
す
。
下
は
五
穀
を
生
じ
、

上
は
列
星
と
為
る
。
天
地
の
間
に
流
行
す
る
、
之
を
鬼
紳
と

謂
ふ
。
胸
中
に
蔵
す
る
、
之
を
聖
人
と
謂
ふ
。
是
の
故
に
民

気
は
、
果
乎
と
し
て
天
に
昇
る
が
如
く
、
杏
乎
と
し
て
淵
に

入
る
が
如
く
、
津
乎
と
し
て
海
に
在
る
が
如
く
、
卒
乎
と
し

て
己
に
在
る
が
如
し
。
（
凡
物
之
精
、
此
則
為
生
。
下
生
五
穀
、

上
為
列
星
。
流
於
天
地
之
間
、
謂
之
鬼
紳
。
蔵
於
胸
中
、
謂

之
聖
人
。
是
故
民
氣
、
果
乎
如
登
於
天
、
杏
乎
如
入
於
淵
、

津

乎

如

在

於

海

、

卒

乎

如

在

於

己

。

）

（

内

業

）

」

ピ
巨
〕

立
月

「

で
あ

(
4
)
龍
は
水
よ
り
生
じ
、
五
色
を
被
り
て
源
ぶ
、
故
に
紳
な
り
。

小
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
化
し
て
露
蝸
の
如
く
、
大
な
ら

ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
天
下
を
蔵
し
、
上
た
ら
ん
と
欲
す
れ
ば

則
ち
雲
氣
を
凌
ぎ
、
下
た
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
深
泉
に
入

る
。
要
化
に
日
無
く
、
上
下
に
時
無
し
、
之
を
紳
と
謂
ふ
。
（
龍

生
於
水
、
被
五
色
而
茄
、
故
紳
゜
欲
小
則
化
如
鱈
燭
、
欲
大

則
蔵
於
天
下
、
欲
上
則
凌
於
雲
氣
、
欲
下
則
入
於
深
泉
。
愛

化

無

日

、

上

下

無

時

、

謂

之

紳

。

）

（

水

地

）

こ
の
「
龍
」
と
し
て
現
象
す
る
「
紳
」
は
、
「
利
」
や
「
天
地
」
と

同
様
に
人
の
外
側
の
対
応
す
べ
き
相
対
的
現
象
で
あ
る
。

(
5
)
利
は
法
る
可
か
ら
ず
、
故
に
民
は
流
る
。
紳
は
法
る
可
か

ら
ず
、
故
に
之
に
事
ふ
。
天
地
は
留
む
可
か
ら
ず
、
故
に
動

き
て
故
を
化
し
新
に
従
ふ
。
（
利
不
可
法
、
故
民
流
。
紳
不
可

法
、
故
事
之
。
天
地
不
可
留
、
故
動
化
故
従
新
。
）
（
修
靡
）

そ
れ
故
に
「
紳
」
は
、
幸
い
を
齋
す
可
能
性
を
持
ち
、

為
で
感
応
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の

る。

「
物
之
精
」

で
あ
る
「
鬼
紳
」
と
同
質
な
の
が

道
義
的
行

(29) 



(
6
)
管
子
日
く
、
未
し
。
将
に
紳
を
御
し
賓
を
用
ひ
ん
と
す
と
。

（
管
子
日
、
未
也
。
将
御
紳
用
賓
。
）
（
山
櫂
敷
）

(
7
)
故
に
日
く
、
舟
に
清
る
者
は
水
に
和
し
、
人
に
義
な
る
者

は
其
の
紳
に
詳
せ
ら
る
と
。
（
故
日
、
清
於
舟
者
和
於
水
芙
、

義

於

人

者

詳

其

紳

突

。

）

（

白

心

）

(
8
)
故
に
日
く
、
鬼
に
詳
せ
ら
る
る
者
は
人
に
義
あ
り
、
兵
は

義
あ
ら
ず
ん
ば
不
可
な
り
と
。
（
故
日
、
詳
於
鬼
者
義
於
人
、

兵

不

義

不

可

。

）

（

白

心

）

従
っ
て
「
鬼
」
も
「
紳
」
も
同
義
で
、
人
が
制
御
で
き
る
存
在
と

考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
天
は
時
を
以
て
使
ひ
、
地
は
材
を
以
て
使
ひ
、
人
は
徳
を

以
て
使
ひ
、
鬼
紳
は
詳
を
以
て
使
ひ
、
禽
獣
は
力
を
以
て
使

ふ
。
（
天
以
時
使
、
地
以
材
使
、
人
以
徳
使
、
鬼
紳
以
詳
使
、

禽

獣

以

力

使

。

）

（

橿

言

）

そ
し
て
こ
の
「
紳
」
は
「
鬼
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。

(
1
2
)
黄
帝
六
相
を
得
て
天
地
治
ま
り
、
紳
明
至
る
。
蛍
尤
は
天

こ
の

「
紳
明
」
は
「
鬼
紳
」
同
様
人
の
外
側
に
在
る
。

こ
れ
が
「
氣
」
の
集
積
と
さ
れ
る
「
鬼
紳
」
で
あ
る
（
社
12)
。
そ
れ

故
に
「
鬼
紳
」
は
人
が
肉
や
穀
物
を
食
す
る
様
に
「
氣
」
を
取
り

込
む
と
思
わ
れ
る
。

(
1
0
)
庚
子
を
賭
、
金
行
も
て
御
す
。
天
子
令
を
出
し
、
祝
宗
に

命
じ
禽
獣
の
禁
、
五
穀
の
先
づ
熟
す
る
者
を
選
び
、
之
を
祖

廟
と
五
祀
と
に
薦
む
。
鬼
紳
は
其
の
氣
を
狸
け
、
君
子
は
其

の
味
を
食
す
。
（
賭
庚
子
金
行
御
。
天
子
出
令
‘
命
祝
宗
選
禽

獣
之
禁
、
五
穀
之
先
熟
者
、
而
薦
之
祖
廟
輿
五
祀
、
鬼
紳
弾

其

氣

焉

。

君

子

食

其

味

焉

。

）

（

五

行

）

「明」

の
上
位
と
さ
れ
る
。

(11)
夫
れ
國
を
し
て
常
に
患
無
く
名
利
並
び
至
ら
使
む
る
者
は
、

紳
聖
な
り
。
國
、
危
亡
に
在
る
も
能
＜
壽
な
ら
し
む
る
者
は
、

明
聖
な
り
。
（
夫
使
國
常
無
患
而
名
利
並
至
者
、
紳
聖
也
。
國

在

危

亡

而

能

壽

者

、

明

聖

也

。

）

（

覇

言

）

「
神
明
」
（
注
13)

次
に
「
紳
明
」
は

ゞ
」
カ

車-iJi 

「

(30) 



道
に
明
ら
か
な
り
。
故
に
嘗
時
為
ら
使
む
。
（
黄
帝
得
六
相
而

天
地
治
、
紳
明
至
。
蛍
尤
明
乎
天
道
。
故
使
為
嘗
時
。
）（

五
行
）

つ
ま
り
「
紳
明
」
は
人
の
内
側
に
来
て
宿
り
「
智
」
を
生
み
出
す

「
紳
」
で
あ
る
。

(
1
3
)
道
は
遠
か
ら
ざ
る
も
極
め
難
し
。
人
と
並
び
慮
る
も
得
難

し
。
其
の
欲
を
虚
に
せ
ば
、
紳
将
に
舎
に
入
ら
ん
と
す
。
不

潔
を
掃
除
せ
ば
、
紳
乃
ち
留
り
隧
る
。
人
皆
智
な
ら
ん
と
欲

す
る
も
、
而
其
の
智
な
る
所
以
を
索
む
る
莫
き
か
。
（
道
不
遠

而
難
極
也
。
奥
人
並
虚
而
難
得
也
。
虚
其
欲
、
紳
牌
入
舎
。

掃
除
不
潔
、
紳
乃
留
虚
。
人
皆
欲
智
、
而
莫
索
其
所
以
智
乎
。
）

（
心
術
上
）

そ
し
て
、
右
の
「
心
術
篇
」
か
ら
す
る
と
厳
密
に
は
「
智
」
を
「
智
」

と
す
る
働
き
が
「
神
」
で
あ
る
。
従
っ
て
「
證
義
は
、
人
君
の
紳

な
り
。
（
證
義
者
、
人
君
之
紳
也
。
）
」
（
修
靡
）
と
範
囲
が
限
定
さ

れ
て
も
、
や
は
り
「
紳
」
は
生
み
だ
さ
れ
た
「
證
義
」
概
念
で
は

な
く
、
そ
の
概
念
を
生
み
だ
す
働
き
と
思
わ
れ
る
。
更
に
「
紳
明
」

は
「
徳
」
と
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。

(
1
6
)
規
矩
を
以
て
方
園
を
為
せ
ば
則
ち
成
り
、

尺
寸
を
以
て
長

そ
し
て
「
紳
」
は
「
理
」
に
連
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

(14)
形
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
徳
束
ら
ず
。
中
静
な
ら
ざ
れ
ば
、

心
治
ま
ら
ず
。
形
を
正
し
徳
を
描
し
、
天
仁
地
義
な
れ
ば
、

則
ち
淫
然
と
し
て
自
ら
至
る
。
紳
明
の
極
、
照
乎
と
し
て
知

あ
り
。
（
形
不
正
、
徳
不
束
。
中
不
静
、
心
不
治
。
正
形
描
徳
、

天
仁
地
義
、
則
淫
然
而
自
至
。
紳
明
之
極
、
照
乎
知
。
）（

内
業
）

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
紳
明
」
は
「
智
」
の
原
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
天
地
」
が
無
限
に
物
を
生
み
だ
す
様
に
無
限
に
「
智
」

を
生
み
だ
す
と
さ
れ
る
。

(
1
5
)
能
く
予
へ
て
取
る
無
き
者
は
、
天
地
の
配
な
り
。
怠
倦
者

は
及
ば
ず
。
廣
す
る
無
き
者
は
紳
か
と
疑
は
る
。
紳
は
内
に

在
り
、
及
ば
ざ
る
者
は
門
に
在
り
。
内
に
在
る
者
は
将
に
椴

さ
ん
と
し
、
門
に
在
る
者
は
将
に
待
た
ん
と
す
。
（
能
予
而
無

取
者
、
天
地
之
配
也
。
怠
倦
者
不
及
。
無
廣
者
疑
紳
。
紳
者

在
内
、
不
及
者
在
門
。
在
内
者
将
椴
‘
在
門
者
将
待
。
）（

形
勢
）
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短
を
量
れ
ば
則
ち
得
、
法
敷
を
以
て
民
を
治
む
れ
ば
則
ち
安

な
り
。
故
に
事
、
理
を
廣
せ
ざ
る
者
は
、
其
の
成
る
や
紳
の

若
し
。
故
に
日
く
、
廣
す
る
無
き
者
は
紳
か
と
疑
は
る
。
（
以

規
矩
為
方
園
則
成
、
以
尺
寸
量
長
短
則
得
、
以
法
敷
治
民
則

安
。
故
事
不
廣
於
理
者
、
其
成
若
紳
。
故
日
、
無
廣
者
疑
紳
。
）

（
形
勢
解
）

「
理
」
は
「
紳
」
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
。
だ
が
「
紳
」

自
体
は
「
物
」
に
一
体
化
し
て
在
り
方
を
変
化
さ
せ
る
能
力
、
又

威
力
で
あ
る
。

(17)
①
物
に
に
し
て
能
く
化
す
、
之
を
紳
と
謂
ふ
。
事
に
一

に
し
て
能
＜
妻
ず
、
之
を
智
と
謂
ふ
。
化
す
る
も
氣
を
易
ヘ

ず
、
愛
ず
る
も
智
を
易
へ
ざ
る
は
、
惟
だ
一
を
執
る
の
君
子

能
＜
此
を
為
す
乎
。
一
を
執
り
て
失
は
ざ
れ
ば
、
能
＜
萬
物

に
君
た
り
。
君
子
は
物
を
使
ひ
、
物
の
使
と
為
ら
ず
。
一
の

理
を
得
。
(
-
物
能
化
、
謂
之
紳
。
一
事
能
嬰
、
謂
之
智
。
化

不
易
氣
、
嬰
不
易
智
、
惟
執
一
之
君
子
能
為
此
乎
。
執
一
不

失
、
能
君
萬
物
。
君
子
使
物
、
不
為
物
使
。
得
一
之
理
。
）

（
内
業
）

②
鮫
龍
水
を
得
れ
ば
、
紳
、
立
つ
可
し
。
虎
豹
幽
に
託
す

れ
ば
、
威
、
載
す
可
し
。
（
鮫
龍
得
水
、
而
紳
可
立
也
。
虎
豹

託
幽
、
而
威
可
載
也
。
）

こ
の
外
か
ら
来
る
「
紳
」
は
、

対
置
さ
れ
る
。

そ
れ
故
に
人
の
内
な
る
「
情
」
と

(
1
8
)
聖
人
は
、
陰
陽
も
て
理
む
。
故
に
外
を
平
に
し
て
中
を
瞼

に
す
。
故
に
其
の
情
を
信
ば
す
者
は
其
の
紳
を
傷
け
、
其
の

質
を
美
に
す
る
者
は
其
の
文
を
傷
く
。
（
聖
人
者
、
陰
陽
理
。

故
平
外
而
瞼
中
。
故
信
其
情
者
傷
其
紳
、
美
其
質
者
傷
其
文
。
）

（
修
靡
）

こ
の
様
に
「
紳
明
」
と
し
て
の

か
ら
来
て
無
限
に
展
開
す
る
。

「
紳
」
は
「
徳
」

こ
の
「
徳
」
は
「
氣
之
精
」
と
同
義
で
あ
る
。

と
同
系
統
で
外

(
1
9
)
形
正
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
徳
束
ら
ず
。
中
精
な
ら
ざ
る
者

は
、
心
治
ま
ら
ず
。
形
を
正
し
徳
を
飾
む
れ
ば
、
萬
物
畢
＜

得
、
粟
然
と
し
て
自
ら
束
り
、
紳
其
の
極
を
知
る
莫
し
。
昭

に
天
下
を
知
り
、
四
極
に
通
ず
。
（
形
不
正
者
、
徳
不
束
。
中

不
精
者
、
心
不
治
。
正
形
飾
徳
、
萬
物
畢
得
、
翼
然
自
束
、

紳
莫
知
其
極
。
昭
知
天
下
、
通
於
四
極
。
）
（
心
術
下
）

（
形
勢
）
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従
っ
て

る。 (
2
0
)
是
の
故
に
聖
人
は
時
と
輿
に
妻
ず
る
も
化
せ
ず
、
物
に
従

ふ
も
移
ら
ず
。
能
く
正
、
能
く
静
、
然
る
後
能
く
定
る
。
定

心
中
に
在
れ
ば
、
耳
目
聰
明
、
四
枝
堅
固
、
以
て
精
の
舎
と

為
す
可
し
。
精
な
る
者
は
、
氣
の
精
な
る
者
な
り
。
氣
は
、

道
乃
ち
生
ず
。
生
ず
れ
ば
乃
ち
思
ひ
、
思
へ
ば
乃
ち
知
り
、

知
れ
ば
乃
ち
止
る
。
（
是
故
聖
人
輿
時
妻
而
不
化
、
従
物
而
不

移
。
能
正
、
能
静
、
然
後
能
定
。
定
心
在
中
、
耳
目
聰
明
、

四
枝
堅
固
、
可
以
為
精
舎
。
精
也
者
、
氣
之
精
者
也
。
氣
、

道
乃
生
。
生
乃
思
、
思
乃
知
、
知
乃
止
突
。
）
（
内
業
）

「
紳
明
」
と
し
て
の

「
紳
」
も
「
氣
」
と
置
き
換
え
ら
れ

(21)
紳
有
り
自
ら
身
に
在
り
、
一
往
一
束
す
る
も
、
之
を
能
＜

思
ふ
莫
し
。
之
を
失
は
ば
必
ず
乱
れ
、
之
を
得
れ
ば
必
ず
治

る
。
敬
み
て
其
の
舎
を
除
さ
ば
、
精
、
将
に
自
ら
束
ら
ん
と

す
。
精
想
し
て
之
を
思
ひ
、
寧
念
し
て
之
を
治
め
、
厳
容
畏

敬
あ
れ
ば
、
精
、
将
に
至
り
定
ま
ら
ん
と
す
。
（
有
紳
自
在
身
、

一
往
一
束
、
莫
之
能
思
。
失
之
必
乱
、
得
之
必
治
。
敬
除
其

舎
、
精
将
自
束
。
精
想
思
之
、
寧
念
治
之
、
厳
容
畏
敬
、
精

将

至

定

。

）

（

内

業

）

又
次
の
例
で
は
、
「
鬼
紳
」
が
「
紳
」
な
る
「
智
者
」

で
あ
る
桓
公

そ
し
て
「
氣
之
精
」
は
、
（
引
用
3
)
の
「
鬼
紳
」
と
し
て
の
「
物

の
精
」
に
合
致
す
る
が
、
「
紳
明
」
は
「
紳
明
の
徳
は
、
正
静
其
の

極
な
り
。
（
紳
明
之
徳
、
正
静
其
極
也
。
）
」
（
九
守
）
と
あ
る
様
に
、

「
正
静
」
の
状
態
が
極
点
と
さ
れ
る
。

以
上
が
「
紳
明
」
で
あ
る
が
、
残
り
の
「
紳
明
」
と
も
「
鬼
紳
」

と
も
考
え
ら
れ
る
二
例
は
、
先
ず
次
の
例
で
は
「
紳
」
が
「
氣
」

に
一
体
化
す
る
。
こ
れ
は
「
氣
」
と
同
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
「
紳
」
は
「
精
氣
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。

(
2
2
)
氣
を
博
に
す
る
こ
と
紳
の
如
け
れ
ば
、
萬
物
備
り
存
す
。

能
く
捕
な
る
乎
。
能
<
-
な
る
乎
。
能
く
卜
箆
無
く
し
て
吉

凶
を
知
る
乎
。
能
＜
止
る
乎
。
能
＜
巳
む
乎
。
能
く
諸
を
人

に
求
む
る
勿
く
し
て
之
を
己
に
得
る
乎
。
之
を
思
ひ
、
之
を

思
ひ
、
又
た
重
ね
て
之
を
思
ふ
。
之
を
思
ひ
て
通
ぜ
ざ
れ
ば
、

鬼
紳
将
に
之
を
通
ぜ
ん
と
す
。
鬼
紳
の
力
に
非
ず
、
精
氣
の

極
な
り
。
（
博
氣
如
紳
、
萬
物
備
存
。
能
揮
乎
。
能
一
乎
。
能

無
卜
研
巫
而
知
吉
凶
乎
。
能
止
乎
。
能
巳
乎
。
能
勿
求
諸
人
而

得
之
己
乎
。
思
之
、
思
之
、
又
重
思
之
。
思
之
而
不
通
、
鬼

紳
将
通
之
。
非
鬼
紳
之
力
也
、
精
氣
之
極
也
。
）
（
内
業
）
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「氣」

す
る
と
次
に
「
紳
」
を
生
み
出
す
「
氣
」
或
い
は

に
使
役
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
鬼
紳
」
が
「
紳
明
」
と
同
質
で
あ
る

証
拠
で
あ
る
。

(23)
龍
、
馬
謂
の
陽
、
牛
山
の
陰
に
闘
ふ
。
管
子
入
り
て
桓
公

に
復
し
て
日
く
、
天
、
使
者
を
し
て
君
の
郊
に
臨
ま
し
む
。

請
ふ
、
大
夫
を
し
て
左
右
に
初
勧
し
、
天
の
使
者
に
玄
服
せ

し
め
ん
乎
と
。
天
下
之
を
聞
き
て
日
く
、
神
な
る
哉
、
齊
の

桓
公
、
天
、
使
者
を
し
て
君
の
郊
に
臨
ま
し
む
と
。
兵
を
學

ぐ
る
を
待
た
ず
し
て
朝
す
る
者
、
八
諸
侯
。
此
れ
天
威
に
乗

じ
て
天
下
を
動
か
す
の
道
な
り
。
故
に
智
者
は
鬼
紳
を
役
使

し
、
愚
者
は
之
を
信
ず
。
（
龍
闘
於
馬
謂
之
陽
、
牛
山
之
陰
゜

管
子
入
復
於
桓
公
日
、
天
使
使
者
臨
君
之
郊
゜
請
使
大
夫
初

勧
左
右
、
玄
服
天
之
使
者
乎
。
天
下
聞
之
日
、
紳
哉
齊
桓
公
、

天
使
使
者
臨
君
之
郊
。
不
待
奉
兵
而
朝
者
八
諸
侯
。
此
乗
天

威
而
動
天
下
之
道
也
。
故
智
者
役
使
鬼
紳
、
而
愚
者
信
之
。
）

（
軽
重
丁
）

以
上
か
ら
す
れ
ば
「
紳
」
は
「
氣
」
即
ち

従
っ
て
「
紳
」
は
根
源
で
は
な
い
。

「
物
」
が
問

「
物
」
か
ら
成
り
立
つ
。

「
氣
」
は
「
徳
」
を
含
む
が
、
「
徳
」
は
「
氣
」
の
上
位
概
念
で
あ

る。 題
と
な
る
。
「
氣
」
は
6
0
例
あ
る
が

12
例
は
「
内
業
篇
」
に
在
り
、

全
篇
の
「
氣
」
概
念
の
ま
と
め
と
も
思
わ
れ
る
（
注
14)
。
こ
の
「
氣
」

ま、
r, .. 

(24)
氣
は
道
乃
ち
生
ず
。
生
ず
れ
ば
乃
ち
思
ひ
、
思
へ
ば
乃
ち

知
り
、
知
れ
ば
乃
ち
止
る
。
凡
そ
心
の
形
、
知
を
過
ご
せ
ば

生
を
失
ふ
。
（
氣
、
道
乃
生
、
生
乃
思
、
思
乃
知
、
知
乃
止
芙
゜

凡

心

之

形

、

過

知

失

生

。

）

（

内

業

）

と
あ
る
様
に
「
道
」
が
生
み
出
し
、
「
徳
」
に
基
い
て
種
々
の
「
氣
」

に
分
節
す
る
（
注
15)0

(25)
東
方
を
星
と
日
ひ
、
其
の
時
を
春
と
日
ひ
、
其
の
氣
を
風

と
日
ふ
。
風
は
木
と
骨
と
を
生
ず
。
其
の
徳
は
巖
を
喜
び
節

時
を
検
出
す
。
（
東
方
日
星
、
其
時
日
春
、
其
氣
日
風
。
風
生

木

輿

骨

。

其

徳

喜

巖

而

骰

出

節

時

。

）

（

四

時

）

(
2
6
)
是
の
故
に
此
の
氣
や
、
止
む
る
に
力
を
以
て
す
可
か
ら
ざ

る
も
、
安
ず
る
に
徳
を
以
て
す
可
し
。
呼
ぶ
に
啓
を
以
て
す

(34) 



次
の
例
は
「
氣
」
が

(27)
①
天
地
の
氣
に
根
し
て
、
寒
暑
の
和
、
水
土
の
性
、
人
民

鳥
獣
草
木
の
生
あ
り
。
物
、
甚
し
く
は
多
か
ら
ず
と
雖
も
、

皆
均
し
く
有
り
、
而
し
て
未
だ
嘗
て
妻
ぜ
ざ
る
な
り
。
之
を

則
と
謂
ふ
。
（
根
天
地
之
氣
、
寒
暑
之
和
、
水
土
之
性
、
人
民

鳥
獣
草
木
之
生
。
物
雖
不
甚
多
、
皆
均
有
焉
、
而
未
嘗
妻
也
。

謂

之

則

。

）

（

七

法

）

右
の
例
で
は
「
天
地
之
氣
」
が
自
然
現
象
と
生
物
の
本
で
あ
る
。

又
次
の
例
は
「
物
」
の
前
提
が
「
氣
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

②
坦
氣
修
通
す
れ
ば
、
凡
そ
物
は
静
を
開
き
、
形
は
理
を

生
ず
。
（
坦
氣
修
通
、
凡
物
開
静
、
形
生
理
。
）
（
幼
官
）

「生」

こ
の
「
氣
」
は
「
生
」

可
か
ら
ざ
る
も
、
迎
ふ
る
に
音
を
以
て
す
可
し
。
敬
守
し
て

失
ふ
勿
き
、
是
れ
を
成
徳
と
謂
ふ
。
徳
成
り
て
智
出
で
、
萬

物
果
＜
得
。
（
是
故
此
氣
也
、
不
可
止
以
力
、
而
可
安
以
徳
。

不
可
呼
以
整
、
而
可
迎
以
音
。
敬
守
勿
失
、
是
謂
成
徳
。
徳

成

而

智

出

、

萬

物

果

得

。

）

（

内

業

）

の
条
件
で
あ
る
事
を
明
言
す
る
。

の
条
件
と
さ
れ
る
。

③
故
に
日
く
、
氣
有
れ
ば
則
ち
生
じ
、
氣
無
け
れ
ば
則
ち

死
す
、
生
な
る
者
は
其
の
氣
を
以
て
す
。
（
故
日
、
有
氣
則
生
、

無

氣

則

死

、

生

者

以

其

氣

。

）

（

福

言

）

つ
ま
り
「
氣
」
は
既
に
見
た
「
物
」
を
生
命
体
に
す
る
（
引
用

2
)

の
「
物
之
精
」
で
あ
り
、
人
の
内
外
を
往
来
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(
2
8
)
①
邪
氣
内
に
入
れ
ば
、

色
乃
衰
。
）

正
色
乃
ち
衰
ふ
。

（
邪
氣
入
内
、
正

（
形
勢
）

右
の
例
は
現
象
と
し
て
人
の
中
に
入
る
「
氣
」
が
具
体
的
傾
向
を

持
つ
事
を
示
す
。
又
次
の
例
は
「
心
」
を
往
来
す
る
「
霊
氣
」
が

「
道
」
を
安
定
さ
せ
る
前
提
と
さ
れ
る
。

②
霊
氣
心
に
在
り
、
一
た
び
束
り
一
た
び
逝
く
。
其
の
細

は
内
無
く
、
其
の
大
は
外
無
し
。
之
を
失
ふ
所
以
は
、
躁
を

以
て
害
を
為
せ
ば
な
り
。
心
能
く
静
を
執
ら
ば
、
道
将
に
自

ら
定
ま
ら
ん
と
す
。
得
道
の
人
は
、
理
丞
け
て
屯
泄
し
、
匈

中
敗
る
無
し
。
節
欲
の
道
あ
ら
ば
、
萬
物
害
せ
ず
。
（
霊
氣
在

心
、
一
束
一
逝
。
其
細
無
内
、
其
大
無
外
。
所
以
失
之
、
以

躁
為
害
。
心
能
執
静
、
道
将
自
定
。
得
道
之
人
、
理
丞
而
屯

(35) 



(30)
①
日
月
は
、
萬
物
を
昭
察
す
る
者
な
り
。

泄
、
匈
中
無
敗
。
節
欲
之
道
、
萬
物
不
害
。
）

天
雲
氣
多
く
、

③
全
心
在
中
に
在
り
、
蔽
匿
す
可
か
ら
ず
。
形
容
に
和
し
、

膚
色
に
見
は
る
。
善
氣
も
て
人
を
迎
ふ
れ
ば
、
弟
兄
よ
り
親

あ
り
。
悪
氣
も
て
人
を
迎
ふ
れ
ば
、
戎
兵
よ
り
害
あ
り
。
（
全

心
在
中
、
不
可
蔽
匿
。
和
於
形
容
、
見
於
膚
色
。
善
氣
迎
人
、

親
於
弟
兄
。
悪
氣
迎
人
、
害
於
戎
兵
。
）
（
内
業
）

こ
の
様
に
「
物
之
精
」
と
し
て
の
「
氣
」
は
具
体
的
に
展
開
す
る

が
、
そ
れ
自
体
は
一
定
の
形
を
持
た
な
い
。
形
は
「
地
」
が
与
え

る
も
の
と
さ
れ
る
。

(29)

凡
そ
人
の
生
ま
る
る
や
、
天
、
其
の
精
を
出
し
、
地
、
其

の
形
を
出
し
、
此
を
合
し
て
以
て
人
と
為
る
。
（
凡
人
之
生
也
、

天
出
其
精
、
地
出
其
形
、
合
此
以
為
人
。
）
（
内
業
）

し
か
し
、
形
を
持
て
ば
水
や
蒸
気
、
或
い
は
人
の
表
情
と
し
て
現

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
次
の
例
は
具
体
的
な
天
の
雲
で
あ
る
。

更
に
次
の
例
は
「
氣
」
が
人
か
ら
出
る
場
合
の
描
写
で
あ
る
。 （

内
業
）

蔽
蓋
す
る
者
敗
け
れ
ば
、
則
ち
日
月
明
な
ら
ず
。
（
日
月
、
昭

察
萬
物
者
也
。
天
多
雲
氣
、
蔽
蓋
者
照
、
則
日
月
不
明
。
）

（
形
勢
解
）

②
毛
嬉
、
西
施
は
、
天
下
の
美
人
な
る
も
、
怨
氣
面
に
盛

な
れ
ば
、
以
て
好
す
可
し
と
為
す
能
は
ず
。
（
毛
嬉
、
西
施
、

天
下
之
美
人
也
、
盛
怨
氣
於
面
、
不
能
以
為
可
好
。
）
（
小
稲
）

更
に
「
氣
」
は
「
紳
」
同
様
に
制
御
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。
次

の
例
は
「
六
氣
」
が
「
生
」
で
あ
り
、
「
聖
人
」
は
こ
れ
を
妥
当
に

制
御
す
る
事
を
述
べ
る
。

(31)

①
管
仲
封
へ
て
日
く
、
滋
味
動
静
は
、
生
の
養
な
り
。
好

悪
喜
怒
哀
梨
は
、
生
の
要
な
り
。
聰
明
物
に
嘗
る
は
、
生
の

徳
な
り
。
是
を
故
て
聖
人
は
滋
味
を
齊
へ
動
静
を
時
と
し
、

六
氣
の
嬰
を
御
正
し
、
啓
色
の
淫
を
禁
止
す
。
邪
行
謄
に
亡

く
、
違
言
口
に
存
せ
ず
。
静
然
と
し
て
生
を
定
む
る
は
聖
な

り
。
（
管
仲
封
日
、
滋
味
動
静
、
生
之
養
也
。
好
悪
喜
怒
哀
楽
、

生
之
妻
也
。
聰
明
嘗
物
、
生
之
徳
也
。
是
故
聖
人
齊
滋
味
而

時
動
静
、
御
正
六
氣
之
嬰
、
禁
止
竪
色
之
淫
。
邪
行
亡
乎
腔
、

又
次
の
例
は
表
情
と
し
て
現
れ
た
「
氣
」
で
あ
る
。

(36) 



次
の
例
で
は
人
の
構
成
要
素
で
あ
り

又
次
の
例
は
治
安
を
維
持
す
る
事
で
「
氣
」
を
制
御
で
き
る
と
す

る。

違
言
不
存
口
。
静
然
定
生
、
聖
也
。
）

②
天
子
令
を
出
し
、
左
右
、
使
人
、
内
御
に
命
じ
其
の
氣

を
御
せ
し
め
、
足
れ
ば
則
ち
骰
し
て
止
め
、
其
の
氣
足
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
骰
し
て
盗
賊
を
苓
呼
潰
す
。
（
天
子
出
令
、
命
左
右

使
人
内
御
御
其
氣
、
足
則
骰
而
止
、
其
氣
不
足
、
則
骰
等
潰

盗

賊

。

）

（

五

行

）

要
す
る
に
「
氣
」
は
人
が
制
御
で
き
る
物
や
身
の
内
容
で
あ
り
、

（
引
用

10)
に
あ
っ
た
様
に
「
鬼
紳
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
又

次
の
例
で
は
生
命
を
生
み
だ
す
「
地
」
の
源
で
あ
り
、

(32)
①
故
に
春
政
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
百
長
生
ぜ
ず
。
夏
政
禁

ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
五
穀
成
ら
ず
。
秋
政
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち

姦
邪
勝
へ
ず
。
冬
政
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
地
氣
蔵
せ
ら
れ
ず
。

（
故
春
政
不
禁
、
則
百
長
不
生
。
夏
政
不
禁
、
則
五
穀
不
成
。

秋
政
不
禁
、
則
姦
邪
不
勝
。
冬
政
不
禁
、
則
地
氣
不
蔵
。
）

（
七
主
七
臣
）

（戒）

③
凡
そ
食
の
道
、
大
充
す
れ
ば
、
傷
れ
て
形
威
せ
ず
。
大

描
す
れ
ば
、
骨
枯
れ
て
血
泣
る
。
充
描
の
間
、
此
を
和
成
と

謂
ふ
。
精
の
舎
る
所
に
し
て
、
知
の
生
ず
る
所
な
り
。
飢
飽

の
度
を
失
ふ
や
、
乃
ち
之
が
圃
を
為
す
。
飽
か
ば
則
ち
疾
動

次
の
例
で
は
人
の
生
命
力
、
血
気
と
さ
れ
る
。

②
形
正
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
徳
不
束
ら
ず
。
中
精
な
ら
ざ

る
者
は
、
心
治
ま
ら
ず
。
形
を
正
し
徳
を
飾
め
ば
、
萬
物
畢

＜
得
、
翼
然
と
し
て
自
ら
束
り
、
紳
、
其
の
極
を
知
る
莫
く
‘

昭
に
天
下
を
知
り
、
四
極
に
通
ず
。
是
の
故
に
日
く
、
物
を

以
て
官
を
乱
す
無
れ
、
官
を
以
て
心
を
乱
す
母
れ
と
、
此
を

之
れ
内
徳
と
謂
ふ
。
是
の
故
に
意
氣
定
り
、
然
る
後
に
正
に

反
る
。
氣
は
、
身
の
充
な
り
。
行
は
、
正
の
義
な
り
。
充
美

な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
心
得
ず
。
行
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
民
服

さ
ず
（
形
不
正
者
、
徳
不
束
。
中
不
精
者
、
心
不
治
。
正
形

飾
徳
、
萬
物
畢
得
、
粟
然
自
来
、
紳
莫
知
其
極
、
昭
知
天
下
、

通
於
四
極
。
是
故
曰
、
無
以
物
乱
官
、
母
以
官
胤
心
、
此
之

謂
内
徳
。
是
故
意
氣
定
、
然
後
反
正
。
氣
者
、
身
之
充
也
。

行
者
、
正
之
義
也
。
充
不
美
則
心
不
得
。
行
不
正
則
民
不
服
。
）

（
心
術
下
）

(37) 



し
、
飢
う
れ
ば
則
ち
廣
思
し
、
老
す
れ
ば
則
ち
長
慮
す
。
飽

く
も
疾
動
せ
ざ
れ
ば
、
氣
四
末
に
通
ぜ
ず
。
飢
う
る
も
廣
思

せ
ず
、
飽
く
も
暖
せ
ず
、
老
す
る
も
長
慮
せ
ざ
れ
ば
、
困
し

て
乃
ち
速
に
喝
く
。
（
凡
食
之
道
、
大
充
、
傷
而
形
不
威
。
大

描
、
骨
枯
而
血
洒
。
充
摘
之
間
、
此
謂
和
成
。
精
之
所
舎
、

而
知
之
所
生
。
飢
飽
之
失
度
、
乃
為
之
圏
。
飽
則
疾
動
、
飢

則
廣
思
、
老
則
長
慮
。
飽
不
疾
動
、
氣
不
通
於
四
末
。
飢
不

廣
思
、
飽
而
不
限
、
老
不
長
慮
、
困
乃
速
喝
。
）
（
内
業
）

従
っ
て
「
氣
」
の
変
化
は
自
然
の
変
化
や
人
の
気
持
ち
、
気
分
と

な
る
が
（
注
15
参
照
）
、
そ
の
中
の
「
精
氣
」
は
（
引
用
22)
の
「
紳
」

で
あ
り
、
（
引
用
20)

で
見
た
「
心
」
に
宿
る
。

(38)

精
存
す
れ
ば
自
ら
生
じ
、
其
の
外
安
榮
。
内
に
蔵
し
て
以

て
泉
原
と
為
し
、
疾
然
和
平
、
以
て
氣
淵
と
為
す
。
淵
の
涸

れ
ざ
れ
ば
、
四
腔
乃
ち
固
く
、
泉
の
喝
き
ざ
れ
ば
、
九
疲
遂

に
通
ず
。
乃
ち
能
＜
天
地
を
窮
め
、
四
海
を
被
ふ
。
中
に
惑

意
無
く
、
外
に
邪
笛
無
し
。
心
中
に
全
く
、
形
外
に
全
く
、

天
笛
に
逢
は
ず
、
人
害
に
遇
は
ず
。
之
を
聖
人
と
謂
ふ
。
（
精

存
自
生
、
其
外
安
榮
。
内
蔵
以
為
泉
原
、
疾
然
和
平
、
以
為

氣
淵
。
淵
之
不
涸
、
四
腔
乃
固
、
泉
之
不
喝
、
九
疲
遂
通
。

乃
能
窮
天
地
、
被
四
海
。
中
無
惑
意
、
外
無
邪
笛
。
心
全
於

中
、
形
全
於
外
、

不
逢
天
笛
、

不
遇
人
害
。
謂
之
聖
人
。
）

（
内
業
）

こ
の
様
な
「
心
」
が
「
天
地
を
窮
め
、
四
海
を
被
ふ
」
も
の
で
「
九

疲
」
に
通
じ
る
「
氣
淵
」
な
ら
ば
、
そ
の
構
成
要
素
の
「
氣
」
は

「
物
」
の
前
提
で
あ
る
。

「
物
」
（
注
16)

そ
こ
で
こ
の
「
氣
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
物
」
及
び
「
物
」

と
し
て
の
「
地
」
、
「
天
」
を
概
観
す
る
。
先
ず
「
物
」
と
は
「
我
」

の
対
象
の
総
称
で
あ
る
。

(39)

故
に
聖
人
は
博
く
聞
き
、
多
く
見
、
道
を
畜
へ
、
以
て
物

を
待
つ
。
物
至
れ
ば
形
に
封
し
、
曲
均
存
す
。
（
故
聖
人
博
聞
、

多
見
、
畜
道
、
以
待
物
。
物
至
而
封
形
、
曲
均
存
突
。
）（

宙
合
）

又
「
萬
物
」
と
は
「
名
」
に
よ
っ
て
概
念
分
類
さ
れ
た
対
象
の
全

体
を
指
す
。

(40)
名
は
、
聖
人
の
萬
物
を
紀
す
る
所
以
な
り
。
（
名
者
、
聖
人

之

所

以

紀

萬

物

也

。

）

（

心

術

上

）

(38) 



こ
の

「
水
」
は
「
四
海
」
と
し
て
「
地
」

の
周
辺
に
も
在
る
。

又
そ
こ
に
在
る
「
水
」
は
「
地
之
血
氣
」
で
あ
る
。

そ
の
間
に
は
「
衆
物
」
、
「
財
物
」
、
「
生
物
」
、
「
異
物
」
な
ど
の
限

定
さ
れ
た
概
念
が
あ
る
。
こ
の
「
物
」
、
即
ち
「
萬
物
」
は
「
天
地
」

を
外
周
概
念
と
す
る
。

(41)

天
地
は
、
萬
物
の
棄
、
宙
合
は
天
地
を
棄
す
る
有
り
。
（
天

地

、

萬

物

之

棄

、

宙

合

有

棄

天

地

。

）

（

宙

合

）

そ
れ
故
に
「
物
」
の
発
生
源
は
、
「
淵
」
、
「
水
」
、
「
氣
」
、
「
地
」
、

「
天
」
、
「
四
時
」
、
「
道
」
、
「
徳
」
、
「
虚
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
の
「
淵
」
は
大
き
な
穴
と
し
て
の
「
地
」
で
あ
る
。

(42)
淵
は
、
照
物
の
生
ず
る
所
な
り
。
（
淵
者
、
敗
物
之
所
生
也
。
）

（
形
勢
解
）

(43)
水
は
、
地
の
血
氣
、
筋
脈
の
通
流
の
如
き
者
な
り
。
（
水
者
、

地

之

血

氣

、

如

筋

脈

之

通

流

者

也

。

）

（

水

地

）

「
地
」
は
「
形
」
が
有
る
事
で
「
地
」
と
さ
れ
る
。

(45)

地
は
、
萬
物
の
本
原
、
諸
生
の
根
苑
な
り
。
美
悪
、
賢
不

肖
、
愚
俊
の
生
ず
る
所
な
り
。
（
地
者
、
萬
物
之
本
原
、
諸
生

之
根
苑
也
。
美
悪
、
賢
不
肖
、
愚
俊
之
所
生
也
。
）
（
水
地
）

(46)

天
に
常
象
有
り
、
地
に
常
形
有
り
、
人
に
常
證
有
り
、
一

た
び
設
け
て
更
め
ず
、
此
れ
を
三
常
と
謂
ふ
。
（
天
有
常
象
、

地
有
常
形
、
人
有
常
證
、
一
設
而
不
更
、
此
謂
三
常
。
）

（
君
臣
上
）

「
地
」
（
注
17)

故
に
「
地
」
は
「
萬
物
之
本
原
」
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
「
物
」
は

れ
る
事
に
な
る
。

「
四
海
」
に
囲
ま
れ
た

「
地
」
か
ら
生
み
出
さ

(44)
宙
合
の
意
は
、
上
は
天
の
上
に
通
じ
、
下
は
地
の
下
に
泉

し
、
外
は
四
海
の
外
に
出
、
天
地
を
合
絡
し
て
、
以
て
一
褒

と
為
す
。
（
宙
合
之
意
、
上
通
於
天
之
上
、
下
泉
於
地
之
下
、

外
出
於
四
海
之
外
、
合
絡
天
地
、
以
為
一
裏
。
）
（
宙
合
）

(39) 



(47)
物
固
よ
り
形
有
り
。
形
固
よ
り
名
有
り
。
名
の
嘗
る
、
之

を
聖
人
と
謂
ふ
。
（
物
固
有
形
。
形
固
有
名
。
名
嘗
、
謂
之
聖

人

。

）

（

心

術

上

）

そ
し
て
「
物
」

こ
の
「
物
」

っ
た
。

は
「
氣
」
を
不
変
の
構
成
要
素
と
す
る
。

(48)
物
に
一
に
し
て
能
く
化
す
、
之
を
紳
と
謂
ふ
。
事
に
一
に

し
て
能
＜
妻
ず
、
之
を
智
と
謂
ふ
。
化
す
る
も
易
氣
を
易
へ

ず
、
要
ず
る
も
智
を
易
へ
ず
。
(
-
物
能
化
、
謂
之
紳
。
一
事

能
妻
、
謂
之
智
。
化
不
易
氣
、
愛
不
易
智
。
）
（
内
業
）

で
あ
る
「
地
」
は
、
「
水
」
と
共
に
「
天
」

「
天
」
（
注
18)

そ
の
「
天
」
は
、
「
四
時
」
と
し
て
下
さ
れ
る
天
「
命
」

あ
る
。

(
4
9
)
天
は
四
時
を
生
じ
、
地
は
萬
財
を
生
じ
、

ひ
て
取
る
無
し
。
（
天
生
四
時
、
地
生
萬
財
、

従
っ
て
、
「
形
」
が
有
る
以
上
「
物
」
で
あ
る
。

の
下
に
あ

の
根
拠
で

以
て
萬
物
を
養

以
養
萬
物
而
無

(
5
0
)
天
に
法
り
徳
に
合
す
。
徳
に
合
す
れ
ば
長
久
な
り
。
徳
に

合
し
て
兼
ね
て
之
を
覆
さ
ば
、
則
ち
萬
物
命
を
受
く
。
（
法
天

合
徳
。
合
徳
長
久
。
合
徳
而
兼
覆
之
、
則
萬
物
受
命
。
）

（
版
法
解
）

「天」
ゞヽ
r

ヽ

っ
カ

は
（
引
用
4
6
)
に
あ
る
様
に
、
「
象
」
、
即
ち
「
形
」

そ
の
形
と
は
空
間
と
し
て
の
「
虚
」
で
あ
る
。

(51)
①
天
を
虚
と
日
ひ
、
地
を
静
と
日
ふ
。
（
天
日
虚
、
地
日
静
。
）

（
心
術
上
）

こ
の
「
虚
」
と
い
う
「
形
」
は
「
聖
人
」

て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

②
故
に
日
く
、
陰
陽
の
従
を
修
め
、
天
地
の
常
を
道
と
す
。

靡
を
犀
と
し
縮
を
縮
と
し
、
因
り
て
嘗
を
為
す
。
死
を
死
と

し
生
を
生
と
し
、
天
地
の
形
に
因
る
。
天
地
の
形
は
、
聖
人

之
を
成
す
。
小
し
く
取
る
者
は
小
し
く
利
あ
り
、
大
に
取
る

者
は
大
に
利
あ
り
。
盛
＜
之
を
行
ふ
者
は
天
下
を
有
す
。
（
故

日
、
修
陰
陽
之
従
、
而
道
天
地
之
常
。
馘
巖
縮
縮
、
因
而
為

取
焉
。
）

（
形
勢
解
）を

持

の
生
み
だ
す
概
念
と
し

(40) 



嘗
。
死
死
生
生
、
因
天
地
之
形
。
天
地
之
形
、
聖
人
成
之
。

小
取
者
小
利
、
大
取
者
大
利
。
盟
行
之
者
有
天
下
。
）
（
勢
）

(52)

地
の
愛
氣
は
、
其
の
出
る
所
に
應
ず
。
水
の
妻
氣
は
、
之

に
應
ず
る
に
精
を
以
て
し
、
之
を
受
く
る
に
豫
を
以
て
す
。

天
の
要
氣
は
、
之
に
應
ず
る
に
正
を
以
て
す
。
且
つ
夫
れ
天

地
の
精
氣
五
有
り
て
、
必
ず
し
も
祖
を
為
さ
ず
。
其
の
蔽
＿
る

や
而
ち
反
る
。
其
の
重
該
動
毀
の
進
退
、
即
ち
此
れ
敷
の
得

難
き
者
な
り
、
此
れ
形
の
時
妻
な
り
。
（
地
之
妻
氣
、
應
其
所

出
。
水
之
妻
氣
、
應
之
以
精
、
受
之
以
豫
。
天
之
愛
氣
、
應

之
以
正
。
且
夫
天
地
精
氣
有
五
、
不
必
為
祖
。
其
蔽
一
而
反
。

其
重
該
動
毀
之
進
退
、
即
此
敷
之
難
得
者
也
、
此
形
之
時
嬰

也

。

）

（

修

靡

）

(
5
3
)
人
先
づ
之
を
生
じ
、
天
地
之
を
刑
あ
ら
し
め
、
聖
人
之
を

成
せ
ば
、
則
ち
天
と
極
を
同
じ
く
す
。
（
人
先
生
之
、
天
地
刑

之

、

聖

人

成

之

、

則

輿

天

同

極

。

）

（

勢

）

「天」

は
不
動
の
「
天
極
」
を
中
心
と
す
る
が
、

し
か
し
「
天
」
も
又
「
物
」

で
あ
り
「
氣
」
を
含
む
。

何
故
な
ら
「
天
」

は
「
道
」
に
生
み
出
さ
れ
た
「
物
」
だ
か
ら
で

ほ
ぼ
恒
常
的
に
回
転
す
る
事
で

を
変
化
さ
せ
る
。

「
四
時
」

を
生
み
だ
し

(
5
4
)
故
に
天
は
動
か
ず
、
四
時
下
に
云
り
て
萬
物
化
す
。

不
動
、
四
時
云
下
而
萬
物
化
。
）

（
故
天

（戒）

(55)
虚
は
、
萬
物
の
始
な
り
。
故
に
日
く
、
以
て
天
下
の
始
と

為
す
可
し
と
。
（
虚
者
、
萬
物
之
始
也
。
故
日
、
可
以
為
天
下

始

。

）

（

心

術

上

）

だ
が
（
引
用
2
3
)
に
あ
っ
た
様
に
、

が
主
宰
者
で
は
な
い
。

従
っ
て
「
虚
」

な
る
。

で
あ
る
「
天
」

「天」

は
擬
人
化
さ
れ
は
す
る

(
5
6
)
故
に
樹
木
の
霜
露
に
勝
ふ
る
者
は
、
令
を
天
よ
り
受
け
ず
。

家
其
の
所
に
足
る
者
は
、
聖
人
に
従
は
ず
。
（
故
樹
木
之
勝
霜

露
者
、
不
受
令
於
天
。
家
足
其
所
者
、
不
従
聖
人
。
）（

輻
重
乙
）

は
「
萬
物
」
、
「
天
下
」

の
始
め
と

「
萬
物
」

(41) 



こ
の
「
天
」
は
人
に
「
無
私
」
に
恩
恵
を
与
え
る
。

(57)
道
は
天
地
を
生
じ
、
徳
は
賢
人
を
出
す
。
道
は
徳
を
生
じ
、

徳
は
正
を
生
じ
、
正
は
事
を
生
ず
。
（
道
生
天
地
、
徳
出
賢
人
。

道

生

徳

、

徳

生

正

、

正

生

事

。

（

四

時

）

し
か
し
同
じ
「
物
」
で
も
「
紳
」
と
は
異
な
り
、
合
理
的
根
拠
と

な
る
「
物
」
で
あ
る
。

(58)

天
其
の
常
を
妻
へ
ず
、
地
其
の
則
を
易
へ
ず
、
春
秋
冬
夏

其
の
節
を
更
め
ざ
る
は
、
古
今
一
な
り
。
（
天
不
嬰
其
常
、
地

不
易
其
則
、
春
秋
冬
夏
不
更
其
節
、
古
今
一
也
。
）
（
形
勢
）

「
物
」
と
し
て
の
「
天
」
は
「
地
」
同
様
「
氣
」
の
変
化
で
あ
り
、

乾
燥
等
の
現
象
が
あ
る
。

(59)
春
三
月
、
天
地
乾
燥
し
、
水
糾
列
す
る
の
時
な
り
。
山
川

涸
落
し
、
天
氣
は
下
り
、
地
氣
は
上
り
、
萬
物
は
交
通
す
。

（
春
三
月
、
天
地
乾
燥
、
水
糾
列
之
時
也
。
山
川
涸
落
、
天

氣

下

、

地

氣

上

、

萬

物

交

通

。

）

（

度

地

）

あ
る
。

つ
ま
り
存
在
の
前
提
、
「
有
る
」

そ
れ
故
に
「
時
」
が
「
天
」

の
前
提
は
、
「
天
」

の
現
象
を
支
配
す
る
と
さ
れ
る
。

(60)
能
く
予
へ
て
取
る
無
き
者
は
、

無
取
者
、
天
地
之
配
也
。
）

の

天
地
の
配
な
り
。

「時」

の

（
能
予
而

（
形
勢
）

又
災
害
も
「
時
」
な
ら
ず
し
て
下
る
と
さ
れ
る
の
は
、
「
天
」
が
「
時
」

を
基
準
に
認
識
さ
れ
る
相
対
的
な
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。

(61)

凡
そ
天
の
笛
害
の
下
る
や
、
君
子
は
謹
み
て
之
を
避
く
。

故
に
八
九
は
死
せ
ず
。
大
寒
大
暑
、
大
風
大
雨
、
其
の
至
る

に
時
な
ら
ざ
る
者
は
、
此
を
四
刑
と
謂
ふ
。
（
凡
天
笛
害
之
下

也
、
君
子
謹
避
之
。
故
不
八
九
死
也
。
大
寒
大
暑
、
大
風
大

雨

、

其

至

不

時

者

、

此

謂

四

刑

。

）

（

度

地

）

(62)

天
は
時
を
以
て
櫂
と
為
し
、
地
は
財
を
以
て
櫂
と
為
し
、

人
は
力
を
以
て
櫂
と
為
し
、
君
は
令
を
以
て
櫂
と
為
す
。
天

の
櫂
を
失
へ
ば
、
則
ち
人
地
の
櫂
亡
ぶ
。
（
天
以
時
為
櫂
、
地

以
財
為
櫂
、
人
以
力
為
櫂
、
君
以
令
為
櫂
。
失
天
之
櫂
、
則

人

地

之

櫂

亡

。

）

（

山

櫂

敷

）

(42) 



「徳」

「
徳
」
は
「
道
」

の
用
例
の
半
数
程
度
148
例
だ
が
、

そ
こ
で
次
に
「
徳
」
概
念
を
分
析
す
る
。

そ
の
出
現

変
化
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
様
な
「
物
」
で
あ
る
「
天
地
」
と

「
四
海
」
の
外
側
は
「
物
」
以
上
、
形
而
上
の
世
界
と
い
う
事
に

な
る
。
現
象
の
前
提
、
「
有
」
の
前
提
と
し
て
の
「
無
」
は
「
虚
無

無
形
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
外
側
を
指
す
（
引
用
4
1
)
、
（
引
用
4
4
)

の
「
宙
合
」
は
「
虚
無
無
形
」
の
「
徳
」
或
い
は
「
道
」
と
同
義

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
宙
合
」
の
内
側
に
有
る
「
天
地
萬
物
」

と
い
う
有
形
の
「
物
」
は
、
「
氣
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
「
道
」
或

い
は
「
徳
」
を
前
提
と
す
る
事
に
な
る
。

(63)
道
は
天
地
を
生
じ
、
徳
は
賢
人
を
出
す
。
道
は
徳
を
生
じ
、

徳
は
正
を
生
じ
、
正
は
事
を
生
ず
。
是
を
以
て
聖
王
は
天
下

を
治
め
、
窮
す
れ
ば
則
ち
反
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
む
。
徳
は

春
に
始
り
、
夏
に
長
ず
。
刑
は
秋
に
始
り
、
冬
に
流
る
。
刑

徳
失
は
ざ
れ
ば
、
四
時
一
の
如
し
。
（
道
生
天
地
、
徳
出
賢
人
。

道
生
徳
、
徳
生
正
、
正
生
事
。
是
以
聖
王
治
天
下
、
窮
則
反
、

終
則
始
。
徳
始
於
春
、
長
於
夏
。
刑
始
於
秋
、
流
於
冬
。
刑

徳

不

失

、

四

時

如

一

。

）

（

四

時

）

傾
向
に
は
特
徴
的
な
も
の
が
有
る
。
先
ず
「
徳
」
は
「
心
術
上
篇
」

で
「
道
」
と
同
義
と
定
義
さ
れ
る
。

(64)

徳
は
、
道
の
舎
な
り
。
物
得
て
以
て
生
ず
。
生
じ
て
得
る

を
知
り
以
て
道
の
精
を
職
る
。
故
に
徳
な
る
者
は
得
な
り
。

得
な
る
者
と
は
、
其
の
以
て
然
る
を
得
る
所
を
謂
ふ
な
り
。

無
為
を
以
て
す
る
を
之
れ
道
と
謂
ひ
、
之
を
舎
す
を
之
れ
徳

と
謂
ふ
。
故
に
道
の
徳
と
間
無
し
。
故
に
之
を
言
ふ
者
は
別

た
ざ
る
な
り
。
（
徳
者
、
道
之
舎
。
物
得
以
生
。
生
知
得
以
職

道
之
精
。
故
徳
者
得
也
。
得
也
者
、
其
謂
所
得
以
然
也
。
以

無
為
之
謂
道
、
舎
之
之
謂
徳
。
故
道
之
輿
徳
無
間
。
故
言
之

者

不

別

也

。

）

（

心

術

上

）

(65) 

故
に

「道」

同
様
に
虚
無
無
形
の

「物」

虚
無
無
形
、
之
を
道
と
謂
ふ
。
萬
物
を
化
育
す
、
之
を
徳

と
謂
ふ
。
（
虚
無
無
形
、
謂
之
道
。
化
育
萬
物
、
謂
之
徳
。
）

（
心
術
上
）

そ
し
て
「
天
地
」
に
於
い
て
は
「
萬
物
」

展
開
を
輔
け
る
働
き
と
し
て
現
れ
る
。

の
根
拠
で
あ
る
。

を
化
育
し

「
四
時
」

の

(43) 



(66)

凡
そ
人
君
は
、
萬
民
を
覆
載
し
兼
ね
て
之
を
有
し
、
萬
族

を
燭
臨
し
て
事
と
し
て
之
を
使
ふ
。
是
の
故
に
天
地
日
月
四

時
を
以
て
主
と
為
し
質
と
為
し
て
、
以
て
天
下
を
治
む
。
天

は
覆
し
て
外
無
し
。
其
の
徳
在
ら
ざ
る
所
無
し
。
地
は
載
し

て
棄
つ
る
無
し
。
安
固
に
し
て
動
か
ず
。
（
凡
人
君
者
、
覆
載

萬
民
而
兼
有
之
、
燭
臨
萬
族
而
事
使
之
。
是
故
以
天
地
日
月

四
時
為
主
為
質
、
以
治
天
下
。
天
覆
而
無
外
也
。
其
徳
無
所

不
在
。
地
載
而
無
棄
也
。
安
固
而
不
動
。
）
（
版
法
解
）

又
（
引
用
6
3
)
に
あ
っ
た
様
に

「
心
」
を
結
び
付
け
る
働
き
と

れ
る
。

「
賢
人
」
を
生
み
だ
し
、
恩
恵
で

「
正
」
し
さ
を
人
に
与
え
る
と
さ

(
6
7
)
見
輿
の
友
は
、
親
し
か
ら
ざ
る
に
幾
し
。
見
哀
の
役
は
、

結
ば
ざ
る
に
幾
し
。
見
施
の
徳
は
、
報
ひ
ら
れ
ざ
る
に
幾
し
。

四
方
の
帰
す
る
所
は
、
心
の
行
く
者
な
り
。
（
見
輿
之
友
、
幾

於
不
親
。
見
哀
之
役
、
幾
於
不
結
。
見
施
之
徳
、
幾
於
不
報
。

四

方

所

蹄

、

心

行

者

也

。

）

（

形

勢

）

(
6
8
)
政
は
、
正
な
り
。
正
な
る
者
は
、
萬
物
の
命
を
正
定
す
る

所
以
な
り
。
是
を
故
て
聖
人
は
精
徳
中
を
立
て
て
以
て
正
を

生
じ
、
正
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
國
を
治
む
。
（
政
者
、
正
也
。

正
也
者
、
所
以
正
定
萬
物
之
命
也
。
是
故
聖
人
精
徳
立
中
以

生

正

、

明

正

以

治

國

。

）

（

法

法

）

こ
の
様
な
「
徳
」
は
（
引
用
6
3
)
で
は
「
道
」
が
生
み
だ
し
た
も

の
、
（
引
用
6
4
)
で
は
「
道
之
舎
」
と
さ
れ
る
が
、
1
4
8
例
中
、
「
徳
」

の
根
拠
を
述
べ
る
も
の
の
内
「
兵
法
篇
」
の
用
例
は
同
文
な
の
で

実
際
は
次
の
「
幼
官
篇
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

(69)
無
端
に
始
り
、
無
窮
に
卒
る
。
無
端
に
始
る
は
、
道
な
り
。

無
窮
に
卒
る
は
、
徳
な
り
。
道
は
量
る
可
か
ら
ず
、
徳
は
敷

ふ
可
か
ら
ず
。
量
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
照
強
園
る
能
は

ず
。
敷
ふ
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
為
詐
敢
て
郷
は
ず
。
雨
者

備
施
す
れ
ば
、
動
静
功
有
り
。
（
始
乎
無
端
、
卒
乎
無
窮
。
始

乎
無
端
、
道
也
。
卒
乎
無
窮
、
徳
也
。
道
不
可
量
、
徳
不
可

敷
。
不
可
量
、
則
照
強
不
能
圏
。
不
可
数
、
則
為
詐
不
敢
郷
。

雨

者

備

施

、

動

静

有

功

。

）

（

幼

官

）

又
「
徳
」
自
体
に
つ
い
て
と
「
物
」
の
発
生
根
拠
で
あ
る
事
を
述

べ
る
も
の
は
「
心
術
上
篇
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
天
地
」
の

働
き
と
し
て
の
「
徳
」
に
つ
い
て
の

8
例
中
、
6
例
は
「
四
時
篇
」

だ
が
、

5
例
は
重
複
例
で
実
質
は
2
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
例

の
み
を
挙
げ
る
。

(44) 



(
7
0
)
中
央
を
土
と
日
ふ
、
土
の
徳
は
賞
。
四
時
を
輔
け
て
入
出

す
。
風
雨
を
以
て
土
を
節
し
力
を
盆
す
。
土
は
皮
肌
陪
を
生

ず
。
其
の
徳
は
和
平
用
均
、
中
正
無
私
。
賓
は
四
時
を
輔
く
。

春
は
晨
育
し
、
夏
は
養
長
し
、
秋
は
衆
牧
し
、
冬
は
閉
蔵
す
。

大
寒
な
れ
ば
乃
ち
極
り
、
國
家
は
乃
ち
昌
に
し
て
、
四
方
は

乃
ち
服
す
。
此
を
歳
徳
と
謂
ふ
。
（
中
央
日
土
、
土
徳
賞
。
輔

四
時
入
出
。
以
風
雨
節
土
盆
力
。
土
生
皮
肌
膚
゜
其
徳
和
平

用
均
、
中
正
無
私
。
賞
輔
四
時
。
春
嵐
育
、
夏
養
長
、
秋
緊

牧
、
冬
閉
蔵
。
大
寒
乃
極
、
國
家
乃
昌
、
四
方
乃
服
。
此
謂

歳

徳

。

）

（

四

時

）

そ
し
て
残
り
の
2
例
は
「
版
法
解
篇
」
に
あ
る
。
要
す
る
に
形
而5

 
3
 

ー

上
の
「
徳
」
を
説
明
す
る
も
の
は

148
例
中
の
1
3
例
で
、
残
り
の

例
の
用
例
は
す
べ
て
形
而
下
の
「
徳
」
、
即
ち
人
に
扱
わ
れ
る
「
心
」

の
働
き
で
あ
る
。

(71)
厭
人
の
其
の
心
を
用
ふ
る
や
、
愛
は
、
憎
の
始
な
り
。
徳

は
、
怨
の
本
な
り
。
唯
だ
賢
者
の
み
然
ら
ず
。
先
王
、
事
は

以
て
交
を
合
し
、
徳
は
以
て
人
を
合
す
。
二
者
合
せ
ざ
れ
ば
、

則
ち
成
る
無
く
、
親
し
む
無
し
。
（
照
人
之
用
其
心
也
、
愛
者
、

憎
之
始
也
。
徳
者
、
怨
之
本
也
。
唯
賢
者
不
然
。
先
王
、
事

又
「
九
徳
」
と
し
て
細
分
化
さ
れ

更
に
「
徳
」
、
「
義
」
、
「
證
」
、
「
法
」
、
「
櫂
」
と
項
目
化
し

以
合
交
、
徳
以
合
人
。
二
者
不
合
、
則
無
成
突
、
無
親
突
。
）

（
櫃
言
）

つ
ま
り
「
徳
」
は
「
宙
合
」
と
い
う
「
虚
無
無
形
」
の
次
元
で
は

見
え
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
「
天
地
萬
物
」
と
い
う
「
有

形
」
の
次
元
で
は
観
察
対
応
で
き
、
そ
の
万
物
の
―
つ
で
あ
る
「
人
」

に
生
じ
た
「
心
」
の
次
元
で
は
人
が
扱
え
る
も
の
と
さ
れ
る
為
に
、

そ
の
関
心
が
人
の
「
心
」
に
集
中
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ

れ
が
同
じ
「
徳
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
で
示
さ
れ
る
上
に
、
或
い

は
「
道
徳
」
と
し
て
並
列
さ
れ
、

(
7
2
)
言
ひ
て
道
徳
、
忠
信
、
孝
弟
を
語
る
者
、
此
の
言
棄
つ
る

無
き
者
な
り
。
（
言
而
語
道
徳
、
忠
信
、
孝
弟
者
、
此
言
無
棄

者

。

）

（

形

勢

解

）

(73)

徳
に
六
興
有
り
。
義
に
七
腔
有
り
。
證
に
八
紐
有
り
。
法

に
五
務
有
り
。
櫂
に
三
度
有
り
。
（
徳
有
六
興
。
義
有
七
腔
゜

證
有
八
紐
。
法
有
五
務
。
櫂
有
三
度
。
）
（
五
輔
）

(45) 



(74)

夫
れ
玉
の
貴
き
所
の
者
は
、
九
徳
出
づ
れ
ば
な
り
。
夫
れ

玉
、
温
潤
以
て
澤
あ
る
は
、
仁
な
り
。
郡
以
て
理
あ
る
は
、

知
な
り
。
堅
に
し
て
盛
ら
ざ
る
は
、
義
な
り
。
廉
に
し
て
劇

ら
ざ
る
は
、
行
な
り
。
鮮
に
し
て
垢
な
ら
ざ
る
は
、
潔
な
り
。

折
る
る
も
撓
ら
ざ
る
は
、
勇
な
り
。
瑕
適
皆
見
は
る
る
は
、

精
な
り
。
茂
華
光
澤
、
並
び
通
じ
て
相
ひ
陵
が
ざ
る
は
、
容

な
り
。
之
を
叩
か
ば
、
其
の
音
清
捕
遠
き
に
徹
し
、
純
に
し

て
殺
が
れ
ざ
る
は
、
辟
な
り
。
（
夫
玉
之
所
貴
者
、
九
徳
出
焉
。

夫
玉
、
温
潤
以
澤
、
仁
也
。
邸
以
理
者
、
知
也
。
堅
而
不
楚
、

義
也
。
廉
而
不
劇
、
行
也
。
鮮
而
不
垢
、
潔
也
。
折
而
不
撓
、

勇
也
。
瑕
適
皆
見
、
精
也
。
茂
華
光
澤
、
並
通
而
不
相
陵
、

容
也
。
叩
之
、
其
音
清
捕
徹
遠
、
純
而
不
殺
、
辟
也
。
）（

水
地
）

そ
の
概
念
範
囲
は
更
に
限
定
さ
れ
次
元
は
下
降
し
、
最
後
は
人
に

「
恩
恵
」
利
益
を
与
え
る
と
い
う
意
味
（
引
用
67)

と
し
て
収
束

す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
同
じ
「
徳
」
で
も
次
元
の
差
、

形
而
上
の
「
徳
」
か
ら
形
而
下
の
人
が
扱
え
る
「
徳
」
の
レ
ベ
ル

の
差
が
有
り
、
そ
れ
が
同
じ
「
徳
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
る

訳
で
あ
る
。
従
っ
て
「
道
」
も
同
様
に
、
前
提
と
し
て
推
定
さ
れ

る
「
虚
無
無
形
」
の
「
道
」
、
観
察
し
対
応
で
き
る
「
天
地
萬
物
」

の
「
道
」
、
主
体
的
に
扱
え
る
「
人
」

事
に
な
る
と
類
推
さ
れ
る
（
注
19)0

の
「
道
」

の
三
種
類
が
有
る

(75)

故
に
凡
そ
道
は
、
無
根
無
痙
、
無
葉
無
榮
な
る
も
、
萬
物

以
て
生
じ
、
萬
物
以
て
成
る
。
之
に
命
じ
て
道
と
日
ふ
。
（
故

凡
道
、
無
根
無
痙
、
無
葉
無
榮
、
萬
物
以
生
、
萬
物
以
成
。

命

之

日

道

。

）

（

内

業

）

「
虚
無
無
形
」
（
引
用
65)

で
あ
り
無
限
に
循
環
し
、

念
化
も
で
き
な
い
（
引
用
69)
。

見
る
事
も
概

(76)
道
な
る
者
は
、
動
き
て
其
の
形
を
見
は
さ
ず
、
施
し
て
其

の
徳
を
見
は
さ
ざ
る
も
、
萬
物
皆
以
て
得
。
然
れ
ど
も
其
の

極
を
知
る
莫
し
。
（
道
也
者
、
動
不
見
其
形
、
施
不
見
其
徳
、

萬

物

皆

以

得

。

然

莫

知

其

極

。

）

（

心

術

上

）

し
か
し
「
徳
」
、
「
天
地
」
、
「
萬
物
」
を
生
み
だ
す
（
引
用
57)
「形」

の
前
提
（
引
用

80)
と
し
て
「
無
為
」
に
物
を
変
化
さ
せ
生
滅
さ

先
ず
「
道
」
自
体
は
無
根
拠
に
発
生
す
る
。

二
、
「
道
」
概
念
か
ら
形
而
下
へ

(46) 



「
我
」
と
同
時
に
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
。

「
道
」
は
「
物
」

の
背
後
の
「
卑
」
な
る
根
拠
で
あ
り
、

(
7
7
)
無
設
無
形
に
し
て
、
以
て
成
る
可
か
ら
ざ
る
無
し
。
無
形

無
為
に
し
て
、
無
不
可
以
て
化
す
可
か
ら
ざ
る
無
し
。
此
を

之
れ
道
と
謂
ふ
。
（
無
設
無
形
焉
、
無
不
可
以
成
也
。
無
形
無

為
焉
、
無
不
可
以
化
也
。
此
之
謂
道
突
。
）
（
兵
法
）

(
7
8
)
道
な
る
者
は
、
照
物
を
扶
持
し
、
生
育
し
て
各
其
の
性
命

を
終
ふ
る
を
得
使
む
る
者
也
。
（
道
者
、
扶
持
照
物
、
使
得
生

育

、

而

各

終

其

性

命

者

也

。

）

（

形

勢

解

）

(
7
9
)
卑
な
る
者
は
、
道
の
室
、
王
者
の
器
な
り
。
而
る
に
水
は

以
て
都
居
と
為
す
。
（
卑
也
者
、
道
之
室
、
王
者
之
器
也
。
而

水

以

為

都

居

。

）

（

水

地

）

(
8
0
)
夫
れ
道
な
る
者
は
形
を
充
す
所
以
な
る
も
、
人
固
く
す
る

能
は
ず
。
其
の
往
く
や
復
ら
ず
、
其
の
束
る
や
舎
ら
ず
、
謀

乎
と
し
て
其
の
音
を
聞
く
莫
き
も
、
卒
乎
と
し
て
乃
ち
心
に

せ
る
（
引
用
6
4
)
。

在
り
、
冥
冥
乎
と
し
て
其
の
形
を
見
ざ
る
も
、
淫
淫
乎
と
し

て
我
と
倶
に
生
ず
。
其
の
形
を
見
ず
、
其
の
磐
を
聞
か
ざ
る

も
、
序
で
其
れ
成
る
。
之
を
道
と
謂
ふ
。
（
夫
道
者
所
以
充
形

也
、
而
人
不
能
固
。
其
往
不
復
、
其
束
不
舎
、
謀
乎
莫
聞
其

音
、
卒
乎
乃
在
於
心
、
冥
冥
乎
不
見
其
形
、
淫
淫
乎
輿
我
倶

生
。
不
見
其
形
、
不
聞
其
整
、
而
序
其
成
。
謂
之
道
。
）（

内
業
）

す
る
と
「
我
」
も
同
様
に
「
無
端
」
に
始
ま
る
訳
で
、
従
っ
て
「
我
」

は
万
物
を
生
み
だ
す
「
道
」
以
外
、
「
道
」
は
「
我
」
以
外
と
な
る
。

こ
れ
は
『
老
子
』
2
5
章
の
「
物
」
と
「
我
」
の
関
係
の
解
釈
、
つ

ま
り
「
物
」
は
「
我
」
以
外
、
「
我
」
と
は
「
物
」
以
外
と
い
う
関

係
か
ら
の
敷
術
と
も
思
わ
れ
る
。

(
8
1
)
物
有
り
昆
成
し
、
天
地
に
先
ん
じ
て
生
ず
。
寂
呵
蓼
呵
、

獨
立
し
て
改
め
ず
、
以
て
天
地
の
母
と
為
す
可
し
。
吾
未
だ

其
の
名
を
知
ら
ず
、
之
に
字
し
て
道
と
日
ふ
。
吾
強
ひ
て
之

が
名
を
為
し
て
大
と
日
ふ
。
（
有
物
昆
成
、
先
天
地
生
。
寂
呵

塞
呵
、
獨
立
而
不
改
、
可
以
為
天
地
母
。
吾
未
知
其
名
、
字

之

日

道

。

吾

強

為

之

名

日

大

。

）

（

『

老

し
か
し
、
（
引
用
8
0
)
か
ら
は
人
の
「
我
」
の
背
後
に
も
根
源
的
「
我
」

(47) 



が
「
道
」
の
影
の
よ
う
に
連
続
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
「
物
」
を
生
み
だ
す
「
道
」
自
体
は
、
常
に
「
物
」

の
背
後
で
「
物
」
を
変
化
さ
せ
続
け
る
目
に
見
え
な
い
存
在
根
拠

で
あ
る
。

次
に
「
天
地
萬
物
」
の
「
道
」
は
観
察
し
対
応
で
き
る
「
道
」
で

あ
り
、
「
道
」
は
こ
の
時
点
で
「
天
」
「
地
」
「
人
」
の
概
念
に
そ

の
範
囲
を
制
約
さ
れ
る
。

(82)

①
政
を
立
て
令
を
出
す
は
、
人
道
を
用
ふ
。
爵
祗
を
施
す

は
、
地
道
を
用
ふ
。
大
事
を
學
ぐ
る
は
、
天
道
を
用
ふ
。
（
立

政
出
令
、
用
人
道
。
施
爵
緑
、
用
地
道
。
學
大
事
、
用
天
道
。
）

（
覇
言
）

②
天
道
は
九
制
を
以
て
し
、
地
理
は
八
制
を
以
て
し
、
人

道
は
六
制
を
以
て
す
。
（
天
道
以
九
制
、
地
理
以
八
制
、
人
道

以

六

制

。

）

（

五

行

）

勿
論
「
道
」
は
「
物
」
以
上
で
あ
り
、
「
天
道
」
自
体
も
虚
で
「
無

形
」
で
は
あ
る
。

(83)
①
天
の
道
は
虚
、
地
の
道
は
静
。
虚
な
れ
ば
則
ち
屈
せ
ず
、

静
な
れ
ば
則
ち
愛
ぜ
ず
。
妻
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
過
無
し
。
（
天
之

道
虚
、
地
之
道
静
。
虚
則
不
屈
、
静
則
不
愛
。
不
愛
則
無
過
。
）

②
天
の
道
は
、

其
無
形
。
）

虚
に
し
て
其
れ
無
形
な
り
。

（
心
術
上
）

（
天
之
道
、
虚

（
心
術
上
）

だ
が
「
天
」
に
は
観
察
で
き
る
常
の
「
象
」
、
即
ち
「
形
」
が
あ
っ

た
（
引
用
46)
。
「
象
」
と
は
比
較
対
照
し
て
概
念
規
定
す
る
事
又

そ
の
対
象
で
、
「
時
」
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

(84)

天
下
を
正
す
に
分
有
り
。
則
、
象
、
法
、
化
、
決
塞
、
心

術
、
計
敷
な
り
。

I
中
略
ー
義
や
、
名
や
、
時
や
、
似
や
、

類
や
、
比
や
、
状
や
、
之
を
象
と
謂
ふ
。

I
中
略
ー
象
に
明

ら
か
な
ら
ず
し
て
、
論
材
を
論
じ
用
を
審
に
せ
ん
と
欲
す
る

は
、
猶
ほ
長
を
絶
ち
て
以
て
短
と
為
し
、
短
を
績
ぎ
て
以
て

長
と
為
す
が
ご
と
し
。
（
正
天
下
有
分
。
則
、
象
、
法
、
化
、

決
塞
、
心
術
、
計
敷
。

I
中
略
ー
義
也
、
名
也
、
時
也
、
似

也
、
類
也
、
比
也
、
状
也
、
謂
之
象
。

I
中
略
ー
不
明
於
象
、

而
欲
論
材
審
用
、
猶
絶
長
以
為
短
、
績
短
以
為
長
。
）
（
七
法
）

つ
ま
り
「
天
」
を
「
天
」
と
す
る
「
天
道
」
自
体
は
見
え
な
い
が
、

「
天
」
が
「
天
」
と
い
う
「
形
」
で
現
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
象
」

の
変
化
を
生
み
だ
す
「
天
道
」
は
観
察
し
見
え
る
「
時
」
と
し
て

概
念
化
で
き
る
の
で
あ
る
（
引
用
51
の
②
）
。
こ
の
様
に
し
て
「
天
」

(48) 



次
の
例
は

て
い
る
。

の
「
道
」

「
天
道
」
が

は
「
天
」

の

(85)
昔
黄
帝
は
蛍
尤
を
得
て
天
道
を
明
ら
か
に
す
。
ー
中
略
I

蛍
尤
は
天
道
に
明
ら
か
な
り
、
故
に
嘗
時
為
ら
使
む
。
（
昔
者

黄
帝
得
蛍
尤
而
明
於
天
道
。

I
中
略
ー
蛍
尤
明
乎
天
道
、
故

使

為

嘗

時

。

）

（

五

行

）

測
る
べ
き
対
象
、
対
応
す
べ
き
対
象
と
な
る
。

(86)
能
＜
故
道
、
新
道
を
摩
し
、
國
家
を
定
め
、
然
る
後
に
時

を
化
す
か
。
（
能
摩
故
道
、
新
道
、
定
國
家
、
然
後
化
時
乎
。
）

（
俊
靡
）

「櫂」

る
べ
き
「
時
」

で
あ
る
事
を
示
し

(
8
7
)
①
上
は
之
を
天
詳
に
度
り
、
下
は
之
を
地
宜
に
度
り
、
中

は
之
を
人
順
に
度
る
。
此
れ
所
謂
三
度
な
り
。
故
に
曰
く
、

天
時
不
詳
な
れ
ば
、
則
ち
水
旱
有
り
。
地
道
不
宜
な
れ
ば
、

則
ち
餓
饉
有
り
。
人
道
不
順
な
れ
ば
、
則
ち
禍
乱
有
り
と
。

（
上
度
之
天
詳
、
下
度
之
地
宜
、
中
度
之
人
順
。
此
所
謂
三

度
。
故
日
、
天
時
不
詳
、
則
有
水
旱
。
地
道
不
宜
、
則
有
餓

「
時
」
と
置
き
換
え
ら
れ
（
引
用
6
2
)
、

そ
れ
は
具
体
的
に
は
昼
と
夜
と
い
う
太
陽
の
変
化
で
あ
る
。

饉

。

人

道

不

順

、

則

有

禍

乱

。

）

（

五

輔

）

②
故
に
天
毀
れ
腎
凶
に
し
て
、
旱
水
決
す
る
も
、
民
溝
堅

に
入
り
て
乞
請
す
る
者
無
き
な
り
。
此
れ
時
を
守
り
て
以
て

天
櫂
を
待
つ
の
道
な
り
。
（
故
天
毀
腎
凶
、
旱
水
涙
、
民
無
入

於
溝
堅
乞
請
者
也
。
此
守
時
以
待
天
櫂
之
道
也
。
）
（
山
櫂
敷
）

(
8
8
)
①
春
秋
冬
夏
は
、
陰
陽
の
推
移
な
り
。
時
の
短
長
は
、
陰

陽
の
利
用
な
り
。
（
春
秋
冬
夏
、
陰
陽
之
推
移
也
。
時
之
短
長
、

陰

陽

之

利

用

也

。

）

（

乗

馬

）

②
是
の
故
に
陰
陽
は
、
天
地
の
大
理
な
り
。
四
時
は
、
陰

陽
の
大
経
な
り
。
（
是
故
陰
陽
者
、
天
地
之
大
理
也
。
四
時
者
、

陰

陽

之

大

経

也

。

）

（

四

時

）

「
道
」
と
さ
れ
る
。

(
8
9
)
徳
無
く
怨
無
く
、
好
無
く
悪
無
く
、
萬
物
一
を
崇
び
、
陰

陽
度
を
同
じ
く
す
る
を
、
道
と
日
ふ
。
（
無
徳
無
怨
、
無
好
無

悪

、

萬

物

崇

一

、

陰

陽

同

度

、

日

道

。

）

（

正

）

こ
の

「
陰
陽
」
の
変
化
が

こ
の
「
時
」
と
は
「
四
時
」
、
「
陰
陽
」

の
変
化
で
あ
る
。

(49) 



(91)

道
の
天
地
の
間
に
在
る
や
、
其
の
大
は
外
無
く
、
其
の
小

は
内
無
し
。
（
道
在
天
地
之
間
也
、
其
大
無
外
、
其
小
無
内
。
）

（
心
術
上
）

(92)

四
肢
六
道
は
、
身
の
腔
な
り
。
「
手
知
章
云
ふ
、
六
道
は
上

に
四
疲
有
り
、
下
に
二
疲
有
る
を
謂
ふ
な
り
と
。
」
（
四
肢
六

道
、
身
之
腔
也
。
「
手
知
章
云
、
六
道
謂
上
有
四
疲
、
下
有
二

そ
れ
が
光
を
生
み
だ
す
穴
と
し
て
の
「
日
」

つ
ま
り
「
道
」
は

れ
る
の
で
あ
る
。

「
天
地
」

で
あ
る
。

の
間
に
具
体
的
存
在
根
拠
と
し
て
現

(90)

日
夜
の
易
る
は
、
陰
陽
の
化
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
陰
陽
は

正
な
り
。
正
な
ら
ず
と
雖
も
、
有
餘
も
損
す
可
か
ら
ず
、
不

足
も
盆
す
可
か
ら
ず
。
天
地
も
之
を
能
＜
損
盆
す
る
莫
き
な

り
也
。
然
ら
ば
則
ち
以
て
政
を
正
す
可
き
者
は
地
な
り
。
故

に
正
さ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
（
日
夜
之
易
、
陰
陽
之
化
也
。
然
則

陰
陽
正
芙
。
雖
不
正
、
有
餘
不
可
損
、
不
足
不
可
盆
也
。
天

地
莫
之
能
損
盆
也
。
然
則
可
以
正
政
者
地
也
。
故
不
可
不
正

也

。

）

（

乗

馬

）

疲
也
。
」
）

（
君
臣
下
）

要
す
る
に
壁
に
開
い
た
「
疲
」
が
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
を
繋
ぐ
「
道
」

と
な
る
様
に
、
「
宙
合
」
に
開
い
た
「
穴
」
が
「
道
」
で
あ
り
、
「
天
」

に
在
っ
て
は
「
日
」
と
し
て
、
「
人
」
に
在
っ
て
は
「
心
」
と
し
て

具
現
化
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

(93)

管
子
日
く
、
道
の
天
に
在
る
者
は
日
な
り
、
其
の
人
に
在

る
者
は
心
な
り
。
（
管
子
日
、
道
之
在
天
者
日
也
、
其
在
人
者

心
也
。
）

（
福
言
）

こ
の
様
に
「
天
道
」
と
は
「
日
」
で
あ
り
、
「
人
道
」
と
は
「
心
」

で
あ
る
と
す
る
の
が
『
管
子
』
の
立
場
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

「
心
」
（
注
20)

こ
の
「
道
」
で
あ
る
「
心
」
は
「
形
」
と
し
て
自
生
す
る
。

(94)

凡
そ
心
の
刑
は
、
自
ら
充
ち
自
ら
盈
ち
、
自
ら
生
じ
自
ら

成
る
。
其
の
之
を
失
ふ
所
以
は
、
必
ず
憂
築
喜
怒
欲
利
を
以

て
す
。
（
凡
心
之
刑
、
自
充
自
盈
、
自
生
自
成
。
其
所
以
失
之
、

必

以

憂

楽

喜

怒

欲

利

。

）

（

内

業

）

(50) 



(96)

天
植
と
は
、
心
な
り
。
天
植
正
し
け
れ
ば
、

私
せ
ず
、
疏
遠
を
康
ま
ず
。
（
天
植
者
、
心
也
。

不
私
近
親
、
不
撃
疏
遠
。
）

つ
ま
り
「
天
」
と
い
う
「
物
」
か
ら
与
え
ら
れ
る
優
れ
た
「
氣
」
で
あ

る
「
紳
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
人
」
に
限
定
さ
れ
た
「
道
」
の
展

開
が
「
心
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
「
心
」
は
身
体
上
の
君
の
位

置
に
あ
る
。

そ
れ
は

-, 心
'-
が

則
ち
近
親
に

天
植
正
、
則

（
版
法
解
）

「
天
」
を
前
提
に
現
象
し
て
い
る
為
で
あ
る
。

勿
論
「
心
」
は
現
象
で
あ
る
の
で
、
喜
怒
哀
楽
の
「
氣
」
の
変
化

で
乱
さ
れ
る
事
も
あ
る
が
、
又
変
化
し
て
本
来
の
状
態
に
復
帰
す

る
と
さ
れ
る
。

(
9
5
)
能
＜
去
憂
楽
喜
怒
欲
利
を
去
ら
ば
、
心
乃
ち
反
清
す
。
彼

の
心
の
情
は
、
安
に
し
て
以
て
寧
な
る
を
利
と
す
。
煩
は
す

勿
く
乱
す
勿
れ
、
和
す
れ
ば
乃
ち
自
ら
成
る
。
（
能
去
憂
楽
喜

怒
欲
利
、
心
乃
反
清
。
彼
心
之
情
、
利
安
以
寧
。
勿
煩
勿
乱
、

和

乃

自

成

。

）

（

内

業

）

(
9
7
)
心
の
腔
に
在
る
は
、
君
の
位
な
り
。
九
疲
の
職
有
る
は
、

官
の
分
な
り
。
心
其
の
道
に
慮
れ
ば
、
九
疲
理
に
循
ふ
。
（
心

之
在
腔
、
君
之
位
也
。
九
疲
之
有
職
、
官
之
分
也
。
心
慮
其

道

、

九

疲

循

理

。

）

（

心

術

上

）

そ
し
て
「
心
」
は
「
道
」
と
「
我
」
を
同
時
に
生
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
（
引
用
8
0
)
。
従
っ
て
「
道
」
で
あ
る
「
心
」
の
生
ず
る
「
道
」

は
、
更
に
次
元
の
低
い
「
道
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
心
」
を
修

め
「
形
」
を
正
す
根
拠
と
な
る
と
さ
れ
る
。

(98)
道
な
る
者
は
、
口
の
言
ふ
能
は
ざ
る
所
、
目
の
視
る
能
は

ざ
る
所
、
耳
の
聴
く
能
は
ざ
る
所
な
る
も
、
心
を
修
め
て
形

を
正
す
所
以
な
り
。
（
道
也
者
、
口
之
所
不
能
言
也
、
目
之
所

不
能
視
也
、
耳
之
所
不
能
聴
也
、
所
以
修
心
而
正
形
也
。
）

（
内
業
）

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
道
」
は
「
虚
無
無
形
」
の
「
宙
合
」
か
ら

有
形
の
「
天
地
」
を
通
じ
て
流
れ
込
み
、
「
心
」
の
穴
を
通
じ
て
現

れ
る
内
的
な
概
念
以
前
の
思
考
の
流
れ
で
あ
る
の
で
、
愛
し
、
利

し
、
益
し
、
安
ん
ず
る
「
道
」
の
現
れ
と
し
て
の
「
心
」
の
働
き

と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(51) 



(99)
橿
言
に
日
く
、
之
を
愛
し
之
を
利
し
、
之
を
盆
し
之
を
安

ず
。
四
者
は
道
の
出
な
り
。
帝
王
は
之
を
用
ひ
て
天
下
治
る
。

（
橿
言
日
、
愛
之
利
之
、
盆
之
安
之
。
四
者
道
之
出
。
帝
王

者

用

之

而

天

下

治

突

。

）

（

福

言

）

そ
れ
故
に
こ
の
「
心
」
は
次
に
「
規
」
、
「
矩
」
、
「
方
」
を
生
じ
て

「
正
」
を
生
ず
る
が
（
引
用
5
)
、
「
正
」
は
又
人
の
「
心
」
の
次

元
に
あ
る
「
道
」
が
生
む
「
徳
」
が
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(100)
道
は
天
地
を
生
じ
、
徳
は
賢
人
を
出
す
。
道
は
徳
を
生
じ
、

徳
は
正
を
生
じ
、
正
は
事
を
生
ず
。
是
を
以
て
聖
王
は
天
下

を
治
め
、
窮
す
れ
ば
則
ち
反
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
む
。
（
道
生

天
地
、
徳
出
賢
人
。
道
生
徳
、
徳
生
正
、
正
生
事
。
是
以
聖

王

治

天

下

、

窮

則

反

、

終

則

始

。

）

（

四

時

）

「正」

こ
の
「
正
」
は
「
天
」
に
在
っ
て
は
「
時
」
、

合
致
で
あ
る
。

即
ち
「
陰
陽
」

の

(101)
時
の
短
長
は
、
陰
陽
の
利
用
な
り
。
日
夜
の
易
る
は
、
陰

陽
の
化
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
陰
陽
は
正
な
り
。
正
な
ら
ず
と

雖
も
、
有
餘
も
損
す
可
か
ら
ず
、
不
足
も
盆
す
可
か
ら
ず
。

（
時
之
短
長
、
陰
陽
之
利
用
也
。
日
夜
之
易
、
陰
陽
之
化
也
。

然
則
陰
陽
正
突
。
雖
不
正
、
有
餘
不
可
損
、
不
足
不
可
盆
也
。
）

（
乗
馬
）

つ
ま
り
「
日
」
の
「
光
」
が
「
物
」
に
当
っ
て
「
影
」
が
で
き
、

そ
の
変
化
が
「
時
」
と
さ
れ
、
そ
れ
が
実
体
と
合
致
し
て
い
る
と

い
う
「
正
」
の
認
識
を
生
み
だ
す
様
に
、
人
の
「
心
」
か
ら
生
ま

れ
る
「
道
」
は
「
物
」
に
当
っ
て
「
影
」
と
し
て
の
「
我
」
を
生

じ
、
そ
の
変
化
が
「
生
」
と
さ
れ
、
そ
れ
が
実
体
と
合
致
し
て
い

る
と
い
う
認
識
が
「
正
」
と
い
う
「
心
」
の
働
き
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
概
念
と
実
体
を
一
致
さ
せ
る
認
識
と
な
る
（
引
用
68)
。

「
正
」
は
人
の
基
本
と
さ
れ
る
。

(102)

凡
そ
人
の
生
や
、
必
ず
平
正
を
以
て
す
。
之
を
失
ふ
所
以

は
、
必
ず
喜
怒
憂
患
を
以
て
す
。
（
凡
人
之
生
也
、
必
以
平
正
。

所

以

失

之

、

必

以

喜

怒

憂

患

。

）

（

内

業

）

そ
こ
で
「
我
」
は
「
道
」
と
不
可
分
の
影
で
あ
る
為
に
「
正
し
く
」

我
が
道
を
貫
こ
う
と
す
る
。

(103)

嘗
を
建
て
有
を
立
つ
る
は
、
靖
を
以
て
宗
と
為
し
、
時
を

以
て
賓
と
為
し
、
政
を
以
て
儀
と
為
す
。
和
す
れ
ば
則
ち
能

(52) 



＜
久
し
。
吾
が
儀
に
非
ざ
れ
ば
利
あ
り
と
雖
も
為
さ
ず
。
吾

が
嘗
に
非
ざ
れ
ば
利
あ
り
と
雖
も
行
は
ず
。
吾
が
道
に
非
ざ

れ
ば
利
あ
り
と
雖
も
取
ら
ず
。
（
建
嘗
立
有
、
以
靖
為
宗
、
以

時
為
賓
、
以
政
為
儀
。
和
則
能
久
。
非
吾
儀
雖
利
不
為
。
非

吾
常
雖
利
不
行
。
非
吾
道
雖
利
不
取
。
）
（
白
心
）

「我」

こ
の
「
我
」
が
「
道
を
貴
び
物
を
賤
し
む
」
「
聖
人
」

あ
る
。

の
主
体
で

品
）
是
の
故
に
聖
人
は
徳
を
上
と
し
功
を
下
と
し
、
道
を
尊
び

て
物
を
賤
む
。
（
是
故
聖
人
上
徳
而
下
功
、
尊
道
而
賤
物
。
）

（戒）

つ
ま
り
主
体
で
あ
る
「
影
」
、
即
ち
「
我
」

に
自
ら
の
「
心
」
を
正
そ
う
と
す
る
。

と
い
う
意
識
は
そ
れ
故

（
国
）
能
く
正
能
く
静
、
然
る
後
に
能
く
定
る
。
定
心
中
に
在
れ

ば
、
耳
目
聰
明
、
四
枝
堅
固
、
以
て
精
の
舎
と
為
す
可
し
。

（
能
正
能
静
、
然
後
能
定
。
定
心
在
中
、
耳
目
聰
明
、
四
枝

堅

固

、

可

以

為

精

舎

。

）

（

内

業

）

し
か
し
こ
の
正
す
べ
き
「
心
」

れ
る
。

の
中
に
は
又
「
心
」
が
有
る
と
さ

(106)

之
を
治
む
る
者
は
心
な
り
、
之
を
安
ず
る
者
は
心
な
り
。

心
は
以
て
心
を
蔵
す
、
心
の
中
又
心
有
り
。
（
治
之
者
心
也
、

安
之
者
心
也
。
心
以
蔵
心
、
心
之
中
又
有
心
）
（
内
業
）

こ
の
「
心
の
中
又
心
有
り
」
（
注
21)
と
は
、
「
我
」
が
「
こ
と
ば
」
で
「
心
」

を
定
義
し
て
も
、
「
心
」
の
実
体
は
そ
の
「
こ
と
ば
」
を
生
み
だ
す
「
こ

と
ば
」
を
越
え
た
前
提
と
し
て
、
再
び
そ
の
中
心
に
「
こ
と
ば
」

と
し
て
現
れ
る
事
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
心
」

が
「
こ
と
ば
」
を
無
限
に
生
み
だ
す
事
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

即
ち
人
に
在
っ
て
の
「
道
」
と
は
「
音
」
と
「
形
」
を
経
て

「
こ
と
ば
」
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
0
7
)
彼
の
心
の
心
は
、
音
以
て
言
に
先
ず
。
音
あ
り
然
る
後
に

形
あ
り
、
形
あ
り
然
る
後
に
言
あ
り
、
言
あ
り
然
る
後
に
使

ひ
、
使
ひ
然
る
後
に
治
る
。
（
彼
心
之
心
、
音
以
先
言
。
音
然

後
形
、
形
然
後
言
、
言
然
後
使
、
使
然
後
治
。
）
（
内
業
）

要
す
る
に
「
正
」
と
は
概
念
と
実
体
の
一
致
を
認
識
し
調
整
す
る

「
心
」
の
働
き
で
、
「
こ
と
ば
」
は
「
物
」
と
「
心
」
を
関
係
づ
け

(53) 



る
「
道
」
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
「
時
」
が

「
暦
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
「
四
時
」
に
分
類
さ
れ
、
万
物
概
念

が
成
立
し
て
概
念
世
界
が
無
限
に
変
化
す
る
事
に
な
る
訳
で
あ
る

（
引
用
5
)
。

(lm)

一
言
を
聞
き
て
以
て
萬
物
を
貫
く
、
之
を
道
を
知
る
と
謂

ふ
。
多
言
に
し
て
嘗
ら
ざ
る
は
、
其
の
寡
に
如
か
ず
。
（
聞
一

言
以
貫
萬
物
、
謂
之
知
道
。
多
言
而
不
嘗
、
不
如
其
寡
也
。
）

（戒）

そ
し
て
そ
の
万
物
の
反
映
で
あ
る
「
我
」
は
、
「
宙
合
」
自
身
の
認

識
で
あ
る
「
道
」
が
「
心
」
を
通
じ
て
「
物
」
に
当
た
り
、
反
射

と
し
て
「
心
」
に
落
と
し
た
影
で
あ
る
故
に
、
世
界
の
中
心
の
反

映
で
も
あ
る
。
「
我
」
は
虚
無
無
形
の
「
道
」
の
果
て
に
分
節
展
開

し
た
「
宙
合
」
の
最
先
端
、
生
命
の
最
先
端
の
反
映
、
根
源
の
影

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
人
は
独
立
し
て
「
道
」
を
選
択
で
き
る
事
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
下
位
の
「
道
」
の
果
て
に
有
る
「
我
」

が
、
さ
か
さ
ま
に
最
上
位
の
「
道
」
の
果
て
の
「
宙
合
」
に
向
か

う
流
れ
、
こ
れ
が
「
こ
と
ば
」
の
発
生
源
と
な
る
。
だ
が
具
体
的

な
人
の
「
心
」
は
危
う
い
も
の
と
さ
れ
る
。

(109)

人
の
心
は
、
憚
な
り
。
故
に
之
が
法
を
為
す
。
法
は
證
よ

り
出
で
、
證
は
治
よ
り
出
づ
。
治
證
は
、
道
な
り
。
萬
物
は

治
證
を
待
ち
て
後
定
る
。
（
人
之
心
、
憚
。
故
為
之
法
。
法
出

干
證
‘
證
出
干
治
。
治
證
、
道
也
。
萬
物
待
治
證
而
後
定
。
）

（
福
言
）

従
っ
て
正
す
事
が
必
要
と
な
る
訳
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
な
も
の
は

最
も
上
位
の
「
聖
人
」
の
「
我
」
と
さ
れ
る
故
に
、
「
聖
人
」
は
「
萬

物
」
を
概
念
で
治
め
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
引
用
5
)
。
こ
の
様

に
し
て
「
宙
合
」
か
ら
発
生
し
た
「
道
」
は
、
「
我
」
に
到
り
反
射

し
、
「
聖
人
」
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
形
有
る
「
物
」
を
正
し
く
そ

の
概
念
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

）
物
は
固
り
形
有
り
、
形
は
固
り
名
有
り
と
。
此
れ
言
は
賞

゜
ーー

（
 

に
過
ぐ
る
を
得
ず
、
賞
は
名
を
延
す
を
得
ざ
る
な
り
。
姑
く

形
す
に
形
を
以
て
し
、
形
を
以
て
名
を
務
め
、
言
を
督
し
て

名
を
正
す
。
故
に
聖
人
と
日
ふ
。
（
物
固
有
形
、
形
固
有
名
。

此
言
不
得
過
賞
、
賞
不
得
延
名
。
姑
形
以
形
、
以
形
務
名
、

督

言

正

名

。

故

日

聖

人

。

）

（

心

術

上

）

こ
の
思
考
は
展
開
し
、
「
心
」
の
結
託
を
政
治
的
理
念
に
掲
げ
る
「
一

心
」
体
制
の
確
立
を
目
指
す
。

(54) 



そ
の
具
体
化
が
時
令
思
想
で
あ
り

(
1
1
1
)
①
此
の
若
く
ん
ば
則
ち
遠
近
心
を
一
に
す
。
遠
近
心
を
一

に
す
れ
ば
、
則
ち
敗
寡
力
を
同
じ
く
す
。
敗
寡
力
を
同
じ
く

す
れ
ば
、
則
ち
戦
以
て
必
ず
勝
つ
可
く
、
守
以
て
必
ず
固
な

る
可
し
。
以
て
並
兼
攘
奪
す
る
に
非
ず
、
以
て
天
下
の
政
治

を
為
す
な
り
。
此
れ
天
下
を
正
す
の
道
な
り
。
（
若
此
則
遠
近

一
心
。
遠
近
一
心
、
則
照
寡
同
力
。
照
寡
同
力
、
則
戦
可
以

必
勝
、
而
守
可
以
必
固
。
非
以
並
兼
攘
奪
也
、
以
為
天
下
政

治

也

。

此

正

天

下

之

道

也

。

）

（

重

令

）

②
故
に
一
人
の
治
乱
は
其
の
心
に
在
り
。
一
國
の
存
亡
は

其
の
主
に
在
り
。
天
下
の
得
失
は
、
一
人
よ
り
出
づ
。
（
故
一

人
之
治
乱
在
其
心
。
一
國
之
存
亡
在
其
主
。
天
下
得
失
、
道

一

人

出

。

）

（

七

主

七

臣

）

)
①
刑
徳
は
、
四
時
の
合
な
り
。
刑
徳
時
に
合
す
れ
ば
、
則

2
 

ーー

（
 

ち
幅
を
生
ず
。
詭
あ
れ
ば
則
ち
禍
を
生
ず
。
然
ら
ば
則
ち
春

夏
秋
冬
は
将
に
何
を
か
行
は
ん
と
す
。
（
刑
徳
者
、
四
時
之
合

也
。
刑
徳
合
於
時
、
則
生
幅
。
詭
則
生
禍
。
然
則
春
夏
秋
冬

将

何

行

。

）

（

四

時

）

②
故
に
天
毀
れ
腎
凶
に
し
て
、
旱
水
袂
す
る
も
、
民
溝
堅

に
入
り
て
乞
請
す
る
者
無
き
な
り
。
此
れ
時
を
守
り
て
以
て

そ
し
て
「
軽
重
」
に
由
る
経
済
政
策
と
な
り

天
櫂
を
待
つ
の
道
な
り
。
（
故
天
毀
腎
凶
、
旱
水
涙
、
民
無
入

於
溝
堅
乞
請
者
也
。
此
守
時
以
待
天
櫂
之
道
也
。
）
（
山
描
敷
）

又
道
法
思
想
で
あ
り
、

(113)
①
法
は
、
同
じ
く
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
に
出
づ
る
所
以
の

者
な
り
。
故
に
殺
傷
禁
誅
、
以
て
之
を
一
に
す
る
な
り
。
故

に
事
は
法
に
督
し
、
法
は
櫂
よ
り
出
、
櫂
は
道
よ
り
出
づ
゜

（
法
者
、
所
以
同
出
不
得
不
然
者
也
。
故
殺
修
禁
誅
以
一
之

也
。
故
事
督
乎
法
、
法
出
乎
櫂
、
櫂
出
乎
道
。
）
（
心
術
上
）

②
故
に
日
く
、
憲
律
制
度
は
、
必
ず
道
に
法
る
。
琥
令
は

必
ず
著
明
、
賞
罰
は
必
ず
信
密
に
す
。
此
れ
民
を
正
す
の
経

な
り
。
（
故
日
、
憲
律
制
度
、
必
法
道
。
琥
令
必
著
明
、
賞
罰

必

信

密

。

此

正

民

之

経

也

。

）

（

法

法

）

)
①
管
子
封
へ
て
日
く
、
國
を
理
む
虚
戯
よ
り
以
束
、
未
だ

4
 

ーー

（
 

軽
重
を
以
て
能
＜
其
の
王
を
成
さ
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
と
。

公
日
く
、
何
の
謂
ぞ
や
と
。
管
子
野
へ
て
日
く
、
慮
戯
作
り

六
浮
を
造
り
、
以
て
陰
陽
を
迎
へ
、
九
九
の
敷
を
作
り
、
以

て
天
道
に
合
せ
、
天
下
之
に
化
す
。
（
管
子
封
日
、
自
理
國
虚

(55) 



地
理
農
政
上
の
分
類
に
及
び
、

戯
以
束
、
未
有
不
以
糎
重
而
能
成
其
王
者
也
。
公
日
、
何
謂
。

管
子
到
日
、
虚
戯
作
造
六
浮
、
以
迎
陰
陽
、
作
九
九
之
敷
、

以

合

天

道

、

而

天

下

化

之

。

）

（

軽

重

戊

）

②
此
れ
軽
重
を
以
て
天
下
を
御
す
る
の
道
な
り
。
之
を
敷

應
と
謂
ふ
。
（
此
以
軽
重
御
天
下
之
道
也
。
謂
之
敷
應
。
）

（
山
至
敷
）

(
1
1
5
)
凡
そ
草
土
の
道
、
各
穀
造
有
り
。
或
は
高
く
或
は
下
り
、

各
草
土
有
り
。
葉
は
捕
よ
り
下
り
、
捕
は
寛
よ
り
下
り
、
寛

は
蒲
よ
り
下
り
、
蒲
は
葦
よ
り
下
り
、
葦
は
饂
よ
り
下
り
、

龍
は
要
よ
り
下
り
、
要
は
痒
よ
り
下
り
、
痒
は
癖
よ
り
下
り
、

癖
は
i

辟
よ
り
下
り
、
膵
は
伍
よ
り
下
り
、
箱
は
茅
よ
り
下
る
。

（
凡
草
土
之
道
、
各
有
穀
造
。
或
高
或
下
、
各
有
草
土
。
葉

下
於
捕
、
捕
下
於
寛
、
競
下
於
蒲
、
蒲
下
於
葦
、
葦
下
於
蘊
、

櫨
下
於
要
、
募
下
於
痒
、
痒
下
於
薪
、
蕪
下
於
膵
、
膵
下
於

葎

、

雀

下

於

茅

。

）

（

地

員

）

軍
事
思
想
と
し
て
分
節
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(m)
善
者
の
兵
を
為
す
や
、
敵
を
し
て
虚
に
披
る
が
若
く
、
景

お
わ
り
に

を
捕
つ
が
若
く
な
ら
使
む
。
無
設
無
形
に
し
て
、
以
て
成
る

可
か
ら
ざ
る
無
し
。
無
形
無
為
に
し
て
、
以
て
化
す
可
か
ら

ざ
る
無
し
。
此
を
之
れ
道
と
謂
ふ
。
亡
す
る
が
若
く
し
て
存

し
、
後
る
る
が
若
く
し
て
先
ん
じ
、
威
あ
る
も
以
て
之
に
命

ず
る
に
足
ら
ず
。
（
善
者
之
為
兵
也
、
使
敵
若
披
虚
、
若
捕
景
。

無
設
無
形
焉
、
無
不
可
以
成
也
。
無
形
無
為
焉
、
無
不
可
以

化
也
。
此
之
謂
道
突
。
若
亡
而
存
、
若
後
而
先
、
威
不
足
以

命

之

。

）

（

兵

法

）

こ
れ
が
「
道
」
の
展
開
で
あ
る
。

が
「
心
術
」
で
あ
る
（
注
2
2
)
0

そ
し
て
こ
れ
等
全
体
を
扱
う
術

(117)
①
心
術
は
、
無
為
に
し
て
疲
を
制
す
る
者
な
り
。
（
心
術
者
、

無

為

而

制

疲

者

也

。

）

（

心

術

上

）

②
令
を
布
き
必
ず
行
ふ
に
、
心
術
を
知
ら
ざ
れ
ば
可
な
ら
ず
。

（

布

令

必

行

、

不

知

心

術

不

可

。

）

（

七

法

）

以
上
の
分
析
か
ら
す
れ
ば
『
管
子
』
の
中
心
思
想
は

「
幼
官
篇
」
の
、
「
無
端
に
始
ま
り
無
窮
に
卒
る
」
「
道
」

（
引
用
6
9
)
。
こ
の
「
道
」
が
「
心
」
を
通
じ
「
こ
と
ば
」

「
紐
言
」

で
あ
る

と
し
て

(56) 



無
限
に
分
節
す
る
事
に
基
き
、
「
聖
人
」
は
「
心
術
」
を
用
い
人
の

心
を
結
び
付
け
―
つ
に
合
わ
せ
、
「
天
子
」
を
中
心
に
し
た
概
念
世

界
を
確
立
す
る
事
に
よ
り
「
天
道
」
の
循
環
に
従
い
「
物
」
を
分

類
統
治
し
て
現
象
の
変
化
に
対
応
し
「
牧
民
」
し
よ
う
と
し
た
、

と
い
う
の
が
そ
の
思
想
的
展
開
で
あ
る
。
従
っ
て
『
管
子
』
は
「
道
」

に
基
く
統
治
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
が
斉
の
桓
公
と
管
仲
を
実
例
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
『
漢
書
藝

文
志
』
を
見
る
と
、

(m)
道
家
者
流
は
、
蓋
し
史
官
よ
り
出
づ
。
成
敗
存
亡
禍
幅
古

今
の
道
を
歴
記
し
、
然
る
後
に
要
を
乗
り
本
を
執
る
を
知
り
、

清
虚
以
て
自
ら
守
り
、
卑
弱
以
て
自
ら
持
す
。
此
れ
君
人
南

面
の
術
な
り
。
発
の
克
＜
攘
り
、
易
の
廉
廉
に
合
し
、
一
た

び
謙
に
し
て
四
盆
あ
る
、
此
れ
其
の
長
ず
る
所
な
り
。
放
者

之
を
為
す
に
及
び
、
則
ち
證
學
を
絶
去
し
、
兼
ね
て
仁
義
を

棄
て
む
と
欲
し
て
、
日
く
、
獨
り
清
虚
に
任
ず
れ
ば
以
て
治

を
為
す
可
し
と
。
（
道
家
者
流
、
蓋
出
於
史
官
。
歴
記
成
敗
存

亡
禍
幅
古
今
之
道
、
然
後
知
乗
要
執
本
、
清
虚
以
自
守
、
卑

弱
以
自
持
。
此
君
人
南
面
之
術
也
。
合
於
発
之
克
攘
、
易
之

廉
廉
、
一
謙
而
四
盆
、
此
其
所
長
也
。
及
放
者
為
之
、
則
欲

絶
去
證
學
、
兼
棄
仁
義
、
日
、
獨
任
清
虚
可
以
為
治
。
）

（
『
漢
書
藝
文
志
』
）

と
あ
り
道
家
思
想
と
は
君
人
南
面
の
術
、
つ
ま
り
政
治
的
統
治
思

想
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
積
極
的
に
「
道
」

を
「
こ
と
ば
」
と
し
て
展
開
さ
せ
、
「
無
為
」
の
「
聖
人
」
が
世
界

を
概
念
化
し
、
心
を
―
つ
に
結
び
付
け
る
「
一
心
」
体
制
を
確
立

し
て
一
人
の
「
天
子
」
の
下
に
「
天
道
」
に
従
い
人
々
の
安
寧
を

謀
る
と
い
っ
た
『
管
子
』
の
立
場
は
こ
の
説
明
に
合
致
す
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
『
管
子
』
を
「
道
家
」
に
分
類
す
る
『
漠
書
藝

文
志
』
の
立
場
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
又
『
管
子
』

は
道
家
思
想
の
―
つ
の
展
開
例
と
し
て
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)

金
谷
治
『
管
子
の
研
究
ー
中
国
古
代
思
想
史
の
一
面
ー
』
岩
波
書

店
一
九
八
七
（
序
章
3
頁）

(
2
)
武
内
義
雄
『
老
子
と
荘
子
』
岩
波
書
店
一
九
三
O
(
7
3
頁
）
『
管
子
』

書
は
「
す
こ
ぶ
る
雑
駁
で
、
新
し
い
材
料
と
古
い
材
料
が
相
混
じ
思

想
の
矛
盾
も
あ
る
が
大
体
道
家
と
法
家
と
の
思
想
が
主
要
な
部
分
と

な
っ
て
居
る
。
」
と
す
る
。
金
谷
氏
は
こ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

(
3
)

原
宗
子
「
『
管
子
』
研
究
の
現
状
と
課
題
」
流
通
経
済
大
学
論
集
19

注

(57) 



頁）

（
思
想
的
）

(19) 

香
港
太
平
書
局
一

(
l
)

一
九
八
四

(
4
)
羅
根
澤
『
管
子
探
原
』
中
華
書
局
一
九
三
一

九
六
六

(
5
)
張
岱
年
『
中
国
哲
学
史
史
料
学
』
三
聯
書
店
一
九
八
二

(
4
6
s
4
7

(
6
)
注

(
l
)

同
書
（
結
語
364
頁）

(
7
)
近
代
以
降
現
在
ま
で
の
研
究
傾
向
は
部
分
を
集
め
て
全
体
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
既
成
の
概
念
に
因
る
分
解
と
、
時
間
軸
に
因
る
資
料

的
分
解
の
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
最
近
の
研
究
と
し
て
は
「
張
連

偉
『
《
管
子
》
哲
学
思
想
研
究
』
巴
蜀
書
社
二

0
0
八
」
が
前
者
を
、

「
張
固
也
『
《
管
子
》
研
究
』
齊
魯
書
社
二

0
0
六
」
が
後
者
を
代
表

す
る
ま
と
ま
っ
た
著
作
だ
が
、
い
ず
れ
も
『
管
子
』
自
体
の
持
つ
統

一
的
視
点
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
部
分
的
比
較
研
究
も
、

既
成
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
、
現
在
の
思
想
史
の
枠
中
に
『
管
子
』

を
収
め
よ
う
と
す
る
為
に
、
雑
駁
な
資
料
集
と
い
う
見
解
に
留
ま
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

通
用
義
（
方
法
）

(
9
)
 

(
8
)

テ
キ
ス
ト
は
『
四
部
叢
刊
本
』
を
底
本
と
し
、
中
央
研
究
院
漢
籍

電
子
文
献
『
管
子
』
（
上
古
漢
語
語
料
庫
）
安
井
衡
『
管
子
纂
詰
』
、

郭
沫
若
『
管
子
集
校
』
、
趙
守
正
『
管
子
注
釈
』
、
等
を
参
考
に
校
訂

し
た
も
の
を
用
い
た
。

(
9
)

「
道
」
全
体
原
義
（
道
路
）

「
経
言
」

(38)

（12)

「
外
言
」

(45)

（
3
3
)
（
2
2
)

「

内

言

」

(

2

4

)

（

5
)

（17)

「
短
語
」
（
75
）

（

43)

（
43)

「
謳
言
」

(25)

（
l
)

（
1
6
)
（
1
0
)

「
雑
篇
」
（
1
9
）
（
12)

（
l
)

（7
)

「
解
」
（
41
）

（

9
)

（
1
7
)
（
21)

「
軽
重
」
（
40
）

（

6
)

（
9
)

（28)

（
合
計
）
（
307
）

（

51)

（143)

（157)
（
重
複
44
例）

(
1
0
)
5
5
例
中
4
例
は
人
名
の
「
紳
農
」
で
あ
り
、

2
例
は
「
鬼
紳
」
と

「
紳
明
」
を
兼
ね
る
例
で
あ
る
。
「
神
農
」
の

4
例
は
（
封
祁
）
（
形

勢
解
）
（
揆
度
）
（
糎
重
戊
）
に
あ
る
。

(11)

「
鬼
紳
」
系
2
4
例
ー
（
牧
民
）
「
鬼
紳
」
（
形
勢
）
「
鬼
紳
」
（
櫂
修
）

「
鬼
紳
」
（
橿
言
）
「
鬼
紳
」
（
小
匡
）
「
庶
紳
」
（
移
靡
）
「
神
山
」
「
紳

次
」
「
紳
」
「
紳
」
「
神
」
（
心
術
下
）
「
鬼
紳
」
（
白
心
）
「
紳
」
（
水
地
）

「
水
紳
」
「
紳
」
（
四
時
）
「
紳
祀
」
（
五
行
）
「
紳
麿
」
（
「
紳
筵
」
「
紳

亀
」
）
「
鬼
紳
」
（
内
業
）
「
鬼
紳
」
（
小
問
）
「
登
山
之
紳
」
（
禁
蔵
）
「
紳

賓
」
（
形
勢
解
）
「
鬼
紳
」
（
山
櫂
敷
）
「
紳
」
（
軽
重
甲
）
「
鬼
紳
」
（
軽

重
丁
）
「
鬼
神
」

(12)

「
鬼
」
を
「
紳
」
の
上
位
に
置
く
例
も
あ
る
。
「
故
に
安
危
を
知
る

は
國
の
存
す
る
所
、
時
を
以
て
天
に
事
へ
、
天
を
以
て
紳
に
事
へ
、

神
を
以
て
鬼
に
事
ふ
。
（
故
知
安
危
、
國
之
所
存
、
以
時
事
天
、
以
天

事
神
、
以
紳
事
鬼
。
）
」
（
移
靡
）

2
 

(
4
)
 

5
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(13)

「
神
明
」
系
25
例
ー
（
形
勢
）
「
神
」
「
紳
」
（
兵
法
）
「
神
」

(
5

覇言）

「
神
聖
」
「
紳
聖
」
（
制
分
）
「
紳
」
（
君
臣
上
）
「
紳
明
」
（
君
臣
下
）
「
紳

聖
」
（
移
靡
）
「
神
」
「
神
」
「
神
」
（
心
術
上
）
「
神
」
「
神
明
」
「
紳
」

（
心
術
下
）
「
紳
」
（
五
行
）
「
紳
明
」
（
内
業
）
「
紳
」
「
神
明
」
「
紳
」

（
九
守
）
「
神
明
」
「
神
明
」
（
度
地
）
「
紳
明
」
（
形
勢
解
）
「
紳
」
「
神
」

（
軽
重
己
）
「
清
紳
」

(14)

「
氣
」
概
念
60
例
の
分
布
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
形
勢

(
1
例）

七
法

(
l
例
）
幼
官
(
8
例
）
樅
言

(
1
例
）
兵
法

(
2
例
）
中
匡

(
1
例
）
戒

(
1
例
）
小
稲
(
2
例
）
俗
靡

(
3
例
）
心
術
下

(
3

例
）
水
地

(
3
例
）
四
時
(
5
例
）
五
行
(
5
例
）
内
業

(12
例）

七
主
七
臣
(
2
例
）
禁
蔵

(
4
例
）
度
地

(
l
例
）
形
勢
解
(
3
例
）

版
法
解

(
1
例
）
糎
重
己

(
1
例）

(15)

「
氣
」
の
分
節
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
邪
氣
」
（
形
勢
）
「
地

氣
」
「
天
氣
」
「
義
氣
」
「
燥
氣
」
「
坦
氣
」
「
絶
氣
」
「
湮
氣
」
「
陽
氣
」

「
陰
氣
」
（
幼
官
）
「
血
氣
」
（
中
匡
）
「
六
氣
」
（
戒
）
「
怨
氣
」
「
憫
氣
」

（
小
稲
）
「
嬰
氣
」
「
精
氣
」
「
平
氣
」
「
餘
氣
」
「
愛
氣
」
「
滴
虚
哀
栗

之
氣
」
「
風
氣
」
（
修
靡
）
「
善
氣
」
「
悪
氣
」
（
心
術
下
）
「
雲
氣
」
（
水

地
）
「
賊
氣
」
（
四
時
）
「
鬱
氣
」
（
五
行
）
「
善
氣
」
「
悪
氣
」
「
寛
氣
」

蓋
氣
」
（
内
業
）
「
逆
氣
」
（
七
主
七
臣
）
「
離
氣
」
（
禁
蔵
）
「
霧
氣
」

（
軽
重
己
）

(
1
6
)
「
物
」
概
念
314
例
は
、
①
対
象
と
し
て
の
「
物
」

138
例
、
②
限
定
さ

れ
た
対
象
と
し
て
の
「

O
物」

54
例
（
「
財
物
」

28
例
「
異
物
」

5
例

「
衆
物
」

3
例
「
旗
物
」

3
例
「
生
物
」

2
例
「
小
物
」

2
例
「
人

物
」
2
例
以
下
各
l
例
「
無
用
之
物
」
、
「
曲
物
」
、
「
大
物
」
、
「
奇

物
」
、
「
器
物
」
、
「
危
物
」
、
「
百
物
」
、
「
土
物
」
、
「
穀
物
」
）
‘
③
概
念

分
類
さ
れ
た
対
象
の
総
称
と
し
て
の
「
萬
物
」

122
例
の
三
つ
に
分
類

で
き
る
。

(17)

「
地
」
は
銅
例
あ
る
が
、
「
天
地
」

63
例
、
「
土
地
」

4
例
の
他
は
単

独
で
用
い
ら
れ
、
「
地
道
」
、
「
地
徳
」
、
「
地
義
」
、
「
地
理
」
、
「
地
氣
」
、

「
地
利
」
等
の
概
念
を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
。

(
1
8
)
「
天
」
は
786
例
あ
る
が
「
天
」
を
限
定
す
る
概
念
は
無
く
、
「
天
」

単
独
の

116
例
の
他
は
「
天
子
」

(83
例
）
「
天
地
」
「
天
時
」
「
天
道
」
「
天

之
常
J

「
天
之
命
」
「
天
権
」
「
天
極
」
「
天
心
」
「
天
壌
」
「
天
笑
」
「
天

祥
」
「
天
賞
」
「
天
笛
」
「
天
禍
」
「
天
凶
」
「
天
勢
」
「
天
氣
」
「
天
下
」

「
天
植
」
「
天
固
」
「
天
材
」
「
天
財
」
の
例
が
あ
る
。

(19)

「
道
」
概
念
は
①
形
而
上
の
「
道
」

15
例
「
幼
官
(

l

例
）
宙
合

(
l

例
）
兵
法
(
3
例
）
心
術
上
(
3
例
）
水
地

(
1
例
）
四
時

(
1
例）

内
業
(
4
例
）
形
勢
解

(
1
例
）
」
‘
②
「
天
地
萬
物
」
の
「
道
」
で

人
の
従
う
べ
き
「
道
」

34
例
「
形
勢

(
2
例
）
立
政

(
l
例
）
五
輔

(
1
例
）
宙
合

(
2
例
）
樅
言

(
3
例
）
重
令

(
l
例
）
中
匡

(
l

例
）
覇
言

(
1
例
）
制
分

(
1
例
）
君
臣
下

(
1
例
）
修
靡

(
4
例）

心
術
上

(
3
例
）
白
心

(
1
例
）
五
行

(
3
例
）
地
員

(
1
例
）
形

勢
解

(
5
例
）
山
櫂
敷

(
1
例
）
軽
重
甲

(
l
例
）
輻
重
戊

(
l
例）」、

③
人
が
扱
え
る
「
道
」

263
例
「
牧
民
(
2
例
）
形
勢

(
7
例
）
櫂
修

(59) 



(
2
例
）
立
政

(
3
例
）
乗
馬

(10
例
）
七
法
(
4
例
）
幼
官

(
3

例
）
五
輔

(
3
例
）
宙
合

(
5
例
）
福
言
(
4
例
）
八
観

(
3
例）

法
禁

(
5
例
）
重
令

(
2
例
）
法
法

(12
例
）
兵
法

(
1
例
）
大
匡

(
4
例
）
中
匡

(
2
例
）
小
匡

(
6
例
）
覇
形

(
2
例
）
覇
言

(
3

例
）
問

(
3
例
）
戒

(
3
例
）
地
圏

(
1
例
）
参
患

(
1
例
）
制
分

(
3
例
）
君
臣
上

(
8
例
）
君
臣
下

(12
例
）
小
稲

(
3
例
）
四
稲

(
7
例
）
修
靡

(
9
例
）
心
術
上

(
7
例
）
心
術
下

(
2
例
）
白
心

(
5
例
）
水
地

(
1
例
）
五
行

(
1
例
）
勢

(
2
例
）
正

(
1
例）

任
法

(
7
例
）
明
法

(
3
例
）
正
世

(
3
例
）
治
國

(
3
例
）
内
業

(
5
例
）
小
問

(
3
例
）
七
主
七
臣

(
5
例
）
禁
蔵

(
5
例
）
桓
公

問

(
1
例
）
度
地

(
3
例
）
弟
子
職

(
1
例
）
形
勢
解

(19
例
）
立

政
九
敗
解

(
1
例
）
版
法
解
(
4
例
）
明
法
解

(10
例
）
國
蓄

(
l

例
）
山
國
軌

(
1
例
）
山
櫂
敷
(
4
例
）
山
至
数

(
3
例
）
地
敷

(
2

例
）
揆
度

(
1
例
）
軽
重
甲

(
5
例
）
軽
重
乙

(
8
例
）
軽
重
丁

(
9

例
）
軽
重
戊

(
3
例
）
軽
重
己

(
1
例
）
」
（
重
複
5
例
）
に
分
類
で

き
る
。

(20)

「
心
」
は
121
例
あ
る
が
、
心
臓
を
指
す
「
水
地
篇
」
の
1
例
を
除
け

ば
、
す
べ
て
思
考
や
意
志
を
発
す
る
概
念
的
中
心
の
例
で
あ
る
。
「
心
」

（
「
人
心
」
）
は
人
に
―
つ
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
「
民
心
」
「
君
心
」
「
王

者
之
心
」
等
の
立
場
に
因
る
分
節
例
及
び
「
疑
心
」
「
戦
心
」
「
小
心
」

「
全
心
」
「
定
心
」
「
姦
心
」
「
二
心
」
「
心
之
心
」
等
の
状
態
に
因
る

分
節
例
が
あ
る
。

(21)
金
谷
治
『
心
の
中
の
心
ー
中
国
古
代
心
理
説
の
展
開
ー
』
追
手
門

学
院
大
学
二
十
周
年
記
念
論
集
文
学
部
篇
一
九
八
七
は
、
こ
れ
が
『
管

子
』
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
『
孟
子
』
、
『
老
子
』
、
『
荘
子
』
、

『
荀
子
』
、
『
論
語
』
中
の
関
連
思
想
と
の
比
較
検
討
を
行
い
既
成
の

思
想
史
上
の
位
置
を
考
察
し
て
、
秦
漢
の
際
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
中

庸
』
の
誠
の
哲
学
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

(
2
2
)
浅
野
裕
一
『
道
法
を
生
ず
ー
道
法
思
想
の
展
開
ー
』
島
根
大
学
教

育
学
部
紀
要
（
人
文
社
会
科
学
）
第
十
六
巻
一
九
八
二
は
、
「
『
管
子
』

心
術
上
篇
の
基
盤
は
、
独
特
の
心
術
思
想
で
あ
っ
て
、
や
は
り
道
法

思
想
は
、
心
術
思
想
全
体
の
中
に
限
定
的
な
位
置
を
占
め
る
に
止
ま

っ
て
い
る
。
」
と
既
に
指
摘
し
て
い
る
。

(60) 


